
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

シャルトル司教フェルベールの一書簡の解釋の試み
: 十一世紀の”封建制” の解明に寄せて

森, 洋

https://doi.org/10.15017/2244120

出版情報：史淵. 100, pp.195-217, 1968-03-01. 九州大学文学部
バージョン：
権利関係：



シ
ャ
ル
ト
ル
司
教
フ
ュ
ル
ベ

i
ル
の

書
簡
の
解
懇
の
試
み

十
一
世
紀
の

HH
封
建
制
d

の
解
明
に
寄
せ
て
！森

洋

序

レア

t
司－

F
白

HHM白
岡

Lm口紅司

の
最
近
の
労
作

h
h
b
選
定
ミ
ミ
ミ
ミ
『
ミ
ミ

gh司
、
之
さ
に
ま
叫
間
選
、

M
S』

守
九
円
凡
さ
的

（混吋
l

＝
。
∞
）
・
は
、

い
わ
ゆ

る
《
明
記
乙
2
0
H
H

〈白師団

E
M吋
》
問
題
の
再
検
討
か
ら
出
発
し
た
が
、
初
期
カ
ベ
l
諸
王
の
文
書
の
う
ち
に
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
形
式
上
の
変

化
が
、
彼
自
身
も
最
初
は
予
想
し
て
い
な
か
っ
た
新
し
い
視
野
を
ひ
ら
い
た
）
O

そ
の
変
化
と
は
、
九
八
八
年
以
後
、
カ
ロ
リ
ン
ガ
形
式
の
王
女

書
の
数
が
次
第
に
減
少
し
て
、

比
較
的
狭
い
範
囲
の
側
近
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
宮
廷
の
、

さ
れ
て
い
る
王
女
需
の
数
が
増
加
す
る
に
い
た
る
こ
と
で
あ
る
。

割
署
者

（明。己朋円円仲間
M

窓
口
目
）

の
名
前
が
列
挙

門
司
自
民
一
m
E
2
は
こ
の
田
形
式
（
自
色

g
q宮）

0 

五
／ 。
八
年

置か
きすら

一「

さ多
ら副
に 署
文文
書 書
の」

（島
1
0
5
2
m
w
g己認可一宮一
0
5
5己
件
目
立
巾
印
）
へ
と
文
書
数
の
比
重
が
転
換
し
た
時
期
を
、

副
署
者
と
そ
の
宛
先
と
を
、
図
表
と
仙
川
図
と
に
よ
っ
て
統
計
的
に
処
理
す
る
こ
と
に
よ
り
、
十
世
紀
末
か
ら
十
二
世
紀
初
に
い
た
る
聞
の

《
m
O
C
4
O
E
m
s
g
H
B苫
］
》
を
解
明
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
さ
し
あ
た
り
我
々
に
と
っ
て
は
、
こ
の
一

O
二
0
年
代
と
い
う
時
期
が
章
一
大

な
意
味
を
も
っ
。
何
と
な
れ
ば
、
封
建
制
止
符
考
え
る
際
に
一
つ
の
判
断
某
準
と
な
る
、
封
臣
関
係
（
同
己
主
。
口
町
内
O

含

isnと
肝
心
ロ
叩
）
す
形
成
す

る
法
行
為

r
o
g
g白
唱
を
し
め
す
語
（
r。
gFロ
E
s
b
o自
za－2
5
L
P
）
が
出
現
し
た
時
期
を
、
明
－
f
F
・
の
自
与
え
は
、
一

O
三
の
年
代
以
前

に
は
さ
か
の
ぼ
り
得
な
い
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
上
記
の
《
明
日
仏
巴
2

0

ロ〈白明明白白

M
O
vの
論
争
は
、
十
三
世
紀
に
《
宮

5
九
開
閉
店
ロ
nm
》
か
形

成
す
る
六
俗
説
内
侯
l
l
p
a
p
M
U
5
m
o
m出
少

な

Z
2
5
8岳
0
2
r
の
ロ
ヨ
ロ
目
タ

B
B
g
m
宏
明
］
白
白
骨
P

内
凶

O

叶

2

－oロ凹
冊
目
円
余

シ
ャ
ル
ト
ル
司
教
フ
ユ
ル
ベ
1
ル
の
一
書
簡
の
解
釈
の
試
み
（
森
）

一
九
五



シ
ャ
ル
ト
ル
司
教
フ
ュ
ル
ベ
ー
ル
の
一
書
簡
の
解
釈
の
試
み
（
森
〉

一
九
六

9
5宮
m
E
l
l
l
と
、
十
、
十
一
、
十
二
世
紀
の
官

E
u
g
A巳
と
の
英
続
関
係
か
問
題
に
し
て
い
る
。
即
ち
、
後
者
は
さ
ら
に
九
世
紀
の

百議

（「。ロ。同町印）

何
れ
も
当
時
の
や
料
が
《
岱
【
回
目
－

g
》
と
呼
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
が
、

」
れ
ら
が
室
宵
質
的
に
王

保
有
者
の
末
商
で
あ
り
、

に
対
し
て
《

g
a
r
4
a
g－
－
ル
》
で
あ
っ
た
か
否
か
が
争
わ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
同
時
に
、

カ
ロ
リ
ン
ガ
朝
期
の
《
同
丘
町
－
m
m
》
が
王
に
捧
げ
た

。
o
g
g
g仏丘町
O

と
忠
誠
誓
約
（
同
広
島
件
目
白
）
が
、
そ
の
形
成
、
と
折
田
穴
と
か
痛
じ
て
、
十
三
世
一
釈
の

F
－m
H
Y
O
B
H
H
H
品
目
と
比
較
さ
れ
る
こ
と
と

（

6
）
 

な
る
。
こ
の
問
題
を
念
頭
に
お
い
て
、

と

一
O
二

0
年
代
に
お
け
る
宇
一
文
書
形
式
の
変
化
l
！
即
ち
、
王
の
《

m
2
4
2
5
5
8
0
v
の
変
化
｜
｜

こ
れ
ら
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
極
め
て
重

一
O
三

0
年
代
に
お
け
る
テ
ク
ニ
カ
ル
タ
ー
ム

rog自由問団

大
で
あ
る
。
こ
う
し
た
現
象
は
、
狭
義
の
「
封
建
制
」
の
成
立
と
、
決
し
て
無
縁
で
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

の
出
現
と
を
見
な
お
す
際
に
、

こ
う
し
た
観
点
か
ら
我
々
は
、
何
ら
か
の
方
法
で
一

O
二
0
年
代
の
断
雨
図
を
と
り
、
こ
れ
に
検
討
を
加
え
る
グ
要
に
迫
ら
れ
た
。
そ
し
て

そ
の
素
材
と
し
て
は
、
封
建
的
君
臣
関
係
を
定
義
し
た
も
の
と
し
て
極
め
て
有
名
な
一
書
簡
を
と
り
あ
げ
た
。
即
ち
、

ト
ル
司
教
問
己
σ叩見

が
、
ア
キ
テ
l
ヌ
侯
の
巳
－
F
E出
。
〈

v
z
c
gロ仏
3
3
1
5
u
O）

宛
て
た
書
簡ー
で O
あ こ
る言。
。）年

のシ
欝 ャ
簡ル

（
日

0
0吋
l
］

O
N＠）

の
分
析
は
、

に Q
宛＝
て＝
十 年
主主頃Fミ
よシ
つ ヤ

てル

fレ
伯

何
回
門
】
町
田

H
H

が
フ
ラ
ン
ス
王

mor目
立
口
w

F

M

M
日
開
口
M
内

（
ブ
ロ
ア
伯
）

（－
cou－－
o
u吋）

〈
ゆ
山
U
A山

l

－o
u
－）

あ
る
結
論
に
導
か
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
両
書
簡
は
何
れ
も
、

テ
ク
ス
ト
・
翻
訳
と
も

に
数
度
に
わ
た
っ
て
発
表
さ
れ
、
上
記
の
分
野
を
扱
っ
た
諸
研
究
に
、
必
ず
言
及
が
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
の
分
析
の
試
み
は
、
こ
れ

ら
二
書
簡
が
何
れ
も
、

P
L
Z
H門
の
手
で
書
か
れ
た
と
一
云
う
可
能
性
に
よ
っ
て
、

一
層
正
当
化
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

註
（
1
こ・
1
句
・
戸
相
自
由
同
宮
－

R
む
門
川
口
R
q
h
芸
品
ミ
ミ

3
E
S震

』
守
『
喝
さ

h
a
H
由
還
を
n
a
v
s
s
h
（宰吋
l
H
H
o
g
・同
M
担
同
町

w

呂
田
u

M
M

－J
可

l

∞－
《出
ι巴
2
0ロ
〈
白
羽
E
H
G
問
題
に
つ
い
て
は
、
後
註
（
5
）

参
照
。

ハ
2
）円。自由ユ間同
HFOHW

也、．
A
L
F
・同
v
・品
N
u

品品

2
M
E
Z・

（

3

）匹、－
w

匂・

2
2
2
2・
U
S
E－g口
弘

8
3
a
m
O
H
－g内
庁
長
司
山
口

g
g
－

新
形
式
（
々
官

5
2
2ロ
）
文
書
の
全
文
書
に
対
す
る
比
率
概
算

は
、
包
斗
lg∞
年
（
ど
由
）
、
活
。
i
H
O
N
E
ヰ
ハ
と
ω）、

5
8
1
5臼

年
会
＼
N
）、

HC出
1
5
8
年

Q
＼印）、

Homo
－
5
3
年

G
E〉
で



喝
の
。

（
司
）

F. -L. 
Ganshof, 

Note 
sur 

l’ゅ
ρ
，arition

d
u
 
n
o
m
 de 

l’h
o
m
m
a
g
e
 
particull占

rement
en 

France, 
dans 

A
u
s
 

Mittelalter 
u
n
d
 
Neuzeit, 

Festschrift 
f.:r 

Gerhard 

Kallen, 
B
o
n
n
,
 
1957, 

p. 29-40; cf. 
Ganshof, 

Qu'est-ce 

que la 
，だ
odalit;}

3c 
ed. 

revue et 
augmentee, 

Bruxelles, 

1957, 
p. 

98. 
れ
！
ト
入
；
，
（

~」
~...）＼J

さ1
1
0
i
l
l
0
社
ピ
ヤ
持
母

~
' 
c
o
m
t
e
 d
e
 
Barcelone

斗
兵
士
命
令

minaticum
》
G
~

五
:'2’

1
0
:
:
0
耳計千ノ今令

,(lo 

（由〕
《
Ficl

在
Jes

o
u
 
V
a
s
s
a
u
x
？》請書司トム

J土
l’

特
令
〈
日

Q
で
ど
十

111

会
i長

；！
G
iく

grands
vassaux ..¥.I' 

fミ
且
＝
、
入
取
若
手
芸

Q
c
o
m
己
S

$'(;: 
h
o
n
o
r
送
保
有
平
’
十
・
＋

1
ヰ=1.¥l;)G

以
ま
る

《
fide!四》

様
竺

《
principes,

primores, 
procer

巴
S》

..¥.I
昔
、
ミ
ヤ
ユ
ぬ
除

剤
入
J
~

＇
~
.
.
.
.
）
ユ
巡
さ
m
権
千
ノ

l+1..1Jf：是b
C' 

~<.(I♀二¥J.::. 
l'(l会

同

--R-l{,J1塁
1"

t(l古里
φ

千
ノ
嶋
崎
。

F. Lot, 
Fide/es 

O
U

 Va.ssaux? 

Essai sur 
la 

nature juridique 
d
u
 lie

持
qui

unissait 
les 

g
r
a
刊
ds

vassaux 
ii 

la 
royaute 

depuis 
le 

milieu d
u
 IX

• 

jusqu' .) 
la 

fin 
d
u
 

X
II• 

siecle, 
Paris, 

1
9
0
4
;
-
A
u
g
.
 

D
u
m
a
s
,
 
Encore la 

question 
《Fideles

O
U

 Vass
仰
，x
？》

A
 propos 

d
u
 
quatri

占
m
e
volume 

des 
Origines 

de 

l'Ancienne 
France 

de 
M
.
 
Flach, 

N. R
.
H
.
 D., 

1920, 

p. 
159-229, 

347-390. 
笠’

「
唱
者
三
宮
静
穏
」

(th
毛orie

traditionnelle) 
U

 .,.;:i..lJト
ユ
ド
’

れ）
~
化工、：ゐ主主1望者対礼工＇t"

’

h
や
弐
ム
士

Ta
詩話

h
吋
士
マ
ー
え

G
1

 lilm
包

Q
E生器

i1-GJ孟
母
（
機
〕

h
o
m
m
a
g
e
 A

l
ユ

小
《
lien

品
troit》

V
認
為
＼
＇
士
心
是

＼－＇ユ
－＋－.！

vassaux Fノ
今
舎
の
け
，

'-.J-1(<)州巡....）
-,'.2°

,J
~

U
~

....)\-' J.Flach, 

Les origines de l'ancienne 
France, 

X
• 
et 

X
I• siecles, 

4
 

vol., Paris, 
1886-1917. ti＇十

・
十

1
：
己
~
G

 fideles ti＇：，
」2

~
 1' 

Iト
入
K
州

A
)芭

京
Q
題
材
艇
州
十
碍

.s:"’
召
奇
穏
ギ

i）ミミ
tよ吋

i,Q

将
ITU霊

祭
慰
霊
よ
さ
冨
~
f
ノ
護
官
~
ド
ユ

-i-2~よ
頬
詰

u-,::6.:;..\.Iか
の

（毛主
U
t. 
I

 
II, 

L
a
 renaissance 

de 
l’・tat, 

la 
royauti 

et 
le 

ρ
rinciρ

at, 
1904

；
一
一
t.

I
V
,
 Les nationalit:s r.'gio

加
les,

leurs 
rapports 

avec 
la 

couronne de 
France, 

1917.) 

緩
や

Q
制

獣
墜

さ
D
u
m
a
s
,

art. 
cit, 

p. 
161 

182. 
~よ

'"-1,v

臨
乏
初
是
＼
－
＇
.
：
：
.

I{!立与’
i.
謡
Lよ

Lot
Q
内！
~
：
か

J
G
亙さ認

G
出
混

A
)
~
与~

＼
－
＇
二
時
G

斗~....）
¥-'' 

Lemarignier Q
縫
然
言
語
ti•J

是

L」拠
;-t-E;

首謀宣
-1（＇）里民...）

＼
ノ
ニ

tZl
(Lemarignier, 

Recherches 

sur l
'
h
o
m
m
a
g
e
 en 

marche et 
les 

fronti
占res

J;odales, 

Lille, 
1945, 

p. 
79-84; 

id. 
,

 Les 
fideles 

d
u
 
roi 

de 

France 
(936-987), 

extrait 
d
u
 
Recueil 

de 
travaux 

offert a
 M.
 Clovis 

Brunel, 
Paris, 

1955, 
p. 

138 
162; 

id. 
,
 Le

 gouvernement, 
p. 32

】35.)
0

 

(
 
'°) 

Lot, 
op. 

cit. 
,

 p. 241-248, ;
 Du
m
a
s
,
 
art. 

cit. 
,
 p. 
191-

192, 
197-198, 

205-208 et 
ρ
assim. 

(c--
）
ム

）.s:"－＼号，
~·"r

Ganshof, 
Q
u
’esι

ce 
que 

la 
feodalite, 

p. 
11 

et 
suiv., 

94 et 
suiv. 

Gl)'.
.
／
~
時
以
吋

l'(l。

(
 
c,:i) 

'J F誌に
N!f

柳
擾
ti

’
lE

与；.，.；：，
Fulbert 

G
~
制
E

Sigon 
込’

｜
兵
与

J



示
争
士
ム
士
官
漏
れ
パ
え
て
ー
え
G
i
制•
~
G
絵
馬
S
花
々
（
縫
）

A
n
d
r
る

de
M
i
c
y
 

!l！
選
球
初
却

－，..！制［L
~
球

(Biblioth
伺

u
e

Nationale, 
ms. 

lat. 
14167. )

 !l
主妥
懸
初
石
二
十
ノ
ユ
，

(lo
,
J
G
 

¥tわ
ゆ
＊
ふ

w
D
o
m
 Bouquet, Recueil des 

Historiens 
des 

Gaules et 
de la France(H. F. ), 

t. 
X
;
 M
i
g
n
e
,
 
Patrologia 

Latina 
(P. L. )

 
,
 t. 
C
X
L
I
.
ゐ’

q
号、.--SG

饗
主
査
柑

.>J.,..:,-i'.ヨユ却
系

<.i¥
Iト
、

rく
ι
印

字
lた

J
ド
ユ
心
。

G
u
i
l
l
a
u
m
e
V

 
Gま

G.,..:,G

さま’
H
.
 F. 

t. 
X
,
 
463; P. L, 

t. 
C
X
L
I
,
 
col. 

229
司230,

n° 
58. 

!l 
¥+'. 

＼
と
初
主
主
’

Ganshof, 
Q
u’est-ce 

que 
la 

feodalita ?
 p. 

111-113; 
R. 

Boutruche, 
Seigneurie 

et 

/eodalits, 
le 

ρ
remier 

ige 
des 

lien 
d’h

o
m
m
e
 
a
 

h
o
m
m
e
,
 

Paris, 
1959, 

p. 
369-371, 

D
o
c
u
m
e
n
t
s，”。

54. 
工」’$＇.ヰ.，..，富量~＼＇収Jfノ

長
磯
初
ミ
；

-i-.:。

翠
緑
区

!l
’
主
；
区
域
相
会
話
ぽ

G.,..:,G
：長時

,{l
〔
『
王
立
；
烈
ギ

.qJ.1
G

 !Bi 

｛
総
選
宍
』
’
法
王
よ

J亙
総
選
干
マ
ー
’

1
 ・民
同
同
社
。

fく
gjlm(;ttl

c
，
く
〕
〕
。

(Ji) 
E
u
d
e
s
 II 

G
 R
o
b
e
r
t
 II

尽
Q
縦
経
竺
’

H
.
F
.
,
 X, 

501, 

M
i
g
n
e
,
 
P. L. ,

 t. 
C
L
X
I
,
 col. 

245, 
n。

9
3

(
 =
 Roberti 

regis 
F
r
a
n
c
o
r
u
m
 epistola, 

n。
5,

col. 
938-940) 

G
 岩

u
’さ主

il--
'
V
'
 
Brussel 

s
紺

皿
ぬ
Jゐ
収
〆

Brussel,
Nouvel 

e
x
a
m
側

de
l’usage genfral 

des fiefs en France p
e
n
d
卵
t

le 
X

I•, 
le 

X
II•, 

le 
XII[e 

et 
le 

X
IV

• 
siecles，

ρ
o
u
r
 

｜
長
く

339. 
：会
4tlf'<

州
51
監理器，...）－，..！

0
 除（

！.よ’
L. 

Halphen, 
L
a
 lettre 

d’E
u
d
e
s
 II de 

Blois 
au roi 

Robert, 
dans 

A
 travers 

l’histoire 
d
u
 
n
叩
,yen

age, 
Paris, 

1950, 
p, 2

4
1
-
2
5
0
 :

 

extrait 
de la 

R. 
H
.
,
 
t. 

97 
(1908), 

p. 287
円296.

笠
r
持

P

i'-2-£ 
¥J-Y

混
朴

狩
＃

...IJ
会＼
4a,...)

¥J' 
Iト
魚

r<ι
（p.

242)' 
~

"6
 

E童
話
（

p
.
2
4
9
）今年

03::!,...).,_;0
君主余

1揺
'l
＼＇ユ

V
さま
*' 

Q
論
告
抵

'cl

同
い
の
。
定
＊
i迄

Q
iト

h
Tく
占

A)..J
\J

’
~lii;榊

ti
G
a
n
s
h
o
f
剣
’

巡持軍士
1

H
a
l
p
h
e
n
 
似

.>J.i;:-.’
M
i
g
n
e
,
 
P. 

L. 
も
14!
亀
E互い

:,(lo 

(
 0>

 )
 E
u
d
e
s
 II 

Q
怖
遊
：

f,
Fulbert 

G
 ゆ
と
よ
よ
さ
の
け
，

>J:,l±’
~
f
ノ：」

Brussel, 
oρ
．
 cit. 

,
 I, 

p. 72, 
note 

a. 
：長銀

.P-Pi'..!0
1豆

m
P
吟
与

；－，..！吋
小

1よ’陸棚逮！！！！$＇.~.，..：，
JE:i

締
援

総
!l
国軍

..）＼
J

ュ，
o。

F
 ulbert 

!l ..¥J 
(' 

\J噌
必
主
将
司

i:6l¢
＇~
f
ノ
嶋
や

－，..！刻
a
G

Sigon
：
み
！
建
議
初

c¥:J
{_! 

I
 J
 Q純

翠
寺
申
込

:,I±
’

「
Fulbert

尽
G
~
0

'
V
G
納
濯
や
’

ミヨ－＜
G

緩
や

ふ
Q

相
経

」
（

A
.
Molinier, 

Les sources de l’
histoire 

de France, 
des 

origines
雌

Z

guerres d’Italie 
(1494), 

t. 
II, 

Paris, 
1902, 

p, 
13-14, 

n° 
987.

）
：
会
相
同
議
ド
ユ
の
は
ヰ
］
吋
’

p
jヰミ

ω
’

Sigon 
G
巴護

持
択
ヰ
i>iG~

掠
初
公
患
い

t,(l,J..\J~~ト
.
.
）
，
；
：
，
訓
喚1廼：＿.(j

ユ
。

代
風

γ
弐＊＇

G
：！芸品必’リヰ.，..：，

Fulbert 8
 t作
!l

従
l'-,..:...IJ¥lt 

，~t,(l
て
収
Jfノ
崎
将
小
（
H
a
l
p
h
e
n
,

art. 
cit. 

,
 p. 
242, 

n. 
1. 

）。

容
は
~
蛍

!lr..s.. 二
時
妥
：

J
三
胡
く

t寝
起
~
’

－，..！主！-il'!l~
θ
~
!
l

se
仰
ir

a
 l’intelligence des

ρ
／us anciens titres d

u
 d
o
m
a
i
n
e
 

犯
の
。

de 
la 

couronne, 
2

 vol. ,
 Paris, 

1727, 
t. 

I
 ,
 

p. 
337-



I 

｛珂｝
「
誉
れ
た
か
き
ア
キ
テ
l
ヌ
侯
の
巳
－
E
C
B
m
へ
、
司
教
司
c－Z
2．
祈
の
助
け
を
ハ
贈
る
U

。

忠
誠
義
務
（

E
色
吉
田
）
の
内
容
（
同

0
5と
に
つ
き
、

何
か
を
書
く
よ
う
に
勧
め
ら
れ
た
る
に
よ
り
、

余
は
諸
書
の
権
威
に
よ
り
、

r帽、

以

留
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。

に
忠
誠
義
務
を
誓
う
も
の
は
、
次
の
六
〔
語
〕
を
常
に
記
憶
に

〔
即
ち
）
健
（
山
口
口

O古
自
白
）
安
（
E
仲
良
国
）
、
誠
（

roロ
g
z
g）
、
益
（

C
E巾
）
、
易
（
同
国
門
戸
巾
）
及
び
能

G
o
a－g
m〉
ハ
で

（

b
）
 

彼
の
秘
密
に
つ
き
、

下
に
〕
続
く
こ
と
ど
も
を
、
短
か
く
書
き
留
め
た
。
そ
の
主
君

（
仏

O
B
5
5）

あ
る
〕
。
健
（
即
日
。
百
出
。
）
、

即
ち
主
君
に
、
彼
の
身
体
に
つ
き
、
何
ら
の
害
を
も
及
ぼ
さ
ぬ
こ
と
。
安
（
E
H
E
U）、

或
は
、

そ
れ
ら
に
よ
っ
て
彼
が
安
全
で
あ
り
得
る
防
塁
（
B
E
E
0
5凹）

（roロ何回仲良ロ）、

に
つ
き
、

彼
に
害
を
及
ぼ
さ
ぬ
こ
と
。
誠

彼
の
裁
判
権

（』己目立門戸田）

に
つ
き
、
或
は
、
彼
の
権
限
（

r
o
s
a
g）
に
属
す
る
と
認
め
ら
れ
る
他
の
諾
件

〈口出口帥曲目）

に
つ
き
、

彼
に
害
を
及
ぼ
さ
ぬ
こ
と
。
益
（

C
E
O）
、
彼
の
諸
所
有
（
匂

gmmgFOロ
g
）

に
つ
き
、
彼
に
害
を
及
、
ほ
き
ぬ
こ
と
。
易

（同州国ロロ巾）

或
は
能

（句。回曲目げ出向）、

そ
の
主
君
が
容
易
に
な
し
得
た
る
良
き
こ
と
を
、
彼
に
困
難
と
な
さ
‘
さ
る
こ
と
。
或
は
可
能
な
り
し
こ
と
を
、
彼
に
不
可
能
と

な
さ
ざ
る
こ
と
。
し
か
し
て
忠
誠
〔
を
誓
い
し
〕
者
（
同
E
o－－田）

が
、
こ
れ
ら
の
有
害
事
を
ハ
な
さ
ざ
る
よ
う
に
〕
用
心
す
る
の
は
正
し
い
。

し
か
し
こ
れ
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
封
（
口
出
回
目
B
O
E
C
B）
に
は
価
い
し
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
良
き
こ
と
が
な
さ
れ
ざ
る
限
り
、
悪
を
避
け
る
の

み
で
は
充
分
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
若
し
、
封
（
σ自
民
主
戸
B
）
に
ふ
さ
わ
し
き
も
の
と
認
め
ら
れ
、
且
誓
い
た
る
忠
誠
義
務
に
か
な

う
こ
と
を
欲
せ
ば
、
上
に
記
し
た
こ
れ
ら
の
六
〔
件
〕
に
加
え
て
、
助
言
と
助
力
（

nog－ロ
5
2
E
M
F－z
g）
と
を
、
そ
の
主
君
に
忠
実
に

捧
げ
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
主
君
は
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
す
べ
て
に
お
い
て
、
彼
の
忠
誠
〔
を
誓
い
し
〕
者
に
報
い
ね
ば
な
ら
ぬ
。
若
し
勺
」

れ
を
U

な
さ
ざ
り
し
も
の
は
、
正
し
く
悪
意
〔
あ
る
も
の
〕

と
非
難
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

」
れ
あ
た
か
も
、

行
為
に
お
い
て
で
あ
れ
、
同

意
に
お
い
て
で
あ
れ
、
万
一
こ
れ
ら
の
義
務
不
履
行

Q
5
2由巳
E
C
O
）
に
よ
っ
て
と
り
お
さ
え
ら
れ
た
る
も
の
が
、
不
信
（
吉
岡
出
合
間
）
及
び

書
約
違
反
（
匂
刊
と
ロ

E
m）
〔
を
お
か
し
た
る
と
U

同
様
で
あ
る
。
他
の
多
く
の
こ
と
と
と
も
に
、
都
市
と
、
最
近
お
そ
る
ベ
ぢ
火
災
に
よ
っ
て

シ
ャ
ル
ト
ル
可
教
フ
ュ
ル
ベ
ー
ル
の
一
書
筒
の
解
釈
の
試
み
（
森
）

一
九
九



シ
ャ
ル
ト
ル
司
教
フ
ュ
ル
ベ
l
ル
の
一
書
簡
の
解
釈
の
試
み
（
森
）

。。

ま
っ
た
く
焼
失
せ
る
、
我
ら
の
教
会
堂
の
復
興
に
忙
殺
さ
れ
て
あ
ら
ざ
れ
ば
、
汝
に
よ
り
多
く
を
書
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
損
害
に
よ
り

て
、
し
ば
し
動
ぜ
ざ
る
を
得
ざ
る
も
、
神
と
汝
と
の
慰
め
の
希
望
に
よ
り
、
気
を
と
り
な
お
し
て
い
る
。
」

こ
の
書
簡
が
の

E
Fロ
自
由
〈
の
何
ら
か
の
要
請
に
よ
っ
て
醤
か
れ
た
こ
と
、
更
に
そ
の
時
期
が
シ
ャ
ル
ト
ル
教
会
堂
の
火
災
の
年
で
あ
る
一

O
二
O
年
で
あ
る
こ
と
は
、
章
一
回
簡
そ
の
も
の
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
更
に
そ
の
本
文
の
内
容
が
消
極
的
な

5
ロ
F
2
3
の
規
定
と
、
積
極
的
な

hR3
の
規
定
と
に
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
来
匂

こ
の
文
面
が
「
諸
書
の
権
威
」
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
こ
と
も
、
書
簡
そ
の
も
の
が
諮
っ
て
い
る
。
そ
の
「
諸
一
書
」
に
つ
い
て
文
面
前
半
に

F
E
O
B
の
こ
の
書
に
よ
る
、
初
期
ス
コ
ラ
学
的
な

列
挙
さ
れ
た
六
語
の
う
ち
の
三
語
（
宮
口
2
2
9
丘町－
m

u

M
】

g
a
r－
－
四
）
ま
で
は
、

m
M
旬－
r
M…
。
を
形
成
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
う
ち
の
《
色
町
》
と
会
。
ロ

2
5》
と
は
、

岡
田
仲
色
。
H
白

仏

巾

ω巾
4
即
日
目
由

の
同
3
3
4
門
付

h
R向
に
目
問
え
れ
、

PH－Z
巳
の
他
の
の
巳
ロ
2
5
0
〈
宛
の
書
簡
に
見
ら
れ
る
の
み
な
ら
ず
、

の
書
簡
に
見
ら
れ
る
か
戸
、
こ
の
部
分
は
、
比
較
的
耳
ざ
わ
り
の
よ
い
標
語
を
な
ら
べ
て
、
教
育
的
な
効
果
を
高
め
よ
う
と
す
る
、
当
時
の
一

般
的
な
方
法
に
な
ら
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
匂

《山口

g
E
U
O一
口
》
と

Anzz∞
》
と
は
、
彼
の
弟
子

国
記
諸
島
町
四

又
回
り
ロ
円
ぴ
四
円
円
は
、
。
同
立
Z
E
E白
に
も
通
暁
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
八

O
二
年
の
そ
れ
を
は
じ
め
と
す
る
、

一
連
の
カ
ロ
リ
ン
ガ
諸

王
に
対
す
る

F
同氏

2
の
忠
誠
一
審
約
が
、
下
敷
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
八

O
二
年
の
忠
誠
誓
約
は
、
同
年
の
わ
若
宮
ー
日
目
3
5
5
0
2
5

m
mロ
巾
円
曲
目

mw
口－

M
－

の

従
来
王
に
忠
誠
を
誓
っ
て
い
た
も
の
に
、
あ
ら
た
め
て
皇
帝

（

g
g白
H
W

と§＂
を 16
誓 g
jコ亘
せ）

よ tこ
う対
とし
のて
決「
定敵
kこヲ

基王
い因

究立内

導
キ
入
レ
ヌ
コ
ト
、

又
何
ラ
ノ

ル
ロ
出
門
凶
巾
ロ
同
町
同
問

一
モ
同
意
シ
、

或
ハ
〔
ソ
レ
ヲ
U

秘
匿
セ
ヌ
」

各
地
に

5
5－
を
派
し
て
と
り
つ
け
た
も
の
で
あ
り
、

「
HHOBo
が
仏
o
g
z
g
ニ
対
シ
テ
」
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、

「
詐
意
ト
悪
意
ナ
ク
、

誠
心
モ
ッ
テ
皇
帝
ノ
注
目
宏
タ
ラ
ン
」
こ
と
を
、
「
ソ
ノ
場
ニ
ア
ル
聖
遺
物
（
白
血
ロ

n
g
z
g
n
E国
）
」
に
か
け
て
誓
う
も
の
で
あ
っ
泊
。
そ
の

（

md 

後
大
き
な
変
化
を
こ
う
む
ら
九
九
ド
使
用
さ
れ
続
け
た
こ
の
問
。

5
ロ
ぽ
の
本
質
は
、
一
貫
し
て
消
極
的
な
も
の
で
あ
る
3

従
っ
て

E
Z込
は
、



干~
i1 
E、
入
k
露
ε
同
ひ
＜

~-ffi'ffl準
以
攻
←

l'Ofidelitas
0
 ＊
餌
も

J'
explicatio 

Q
絵
官
千
，
，
吾
与
却
K
は
や

.{2
'¥< 

.;2 
'
 

J
 -¥) bl

手
当
時
。

組
（
S
)

Glorioso duci 
A
q
u
i
t
a
n
o
r
u
m
 G

U
I
L
L
I
E
L
M
O
.
 

F
U
L
B
E
R
T
U
S
 episcopus 

orationis 
suffragium. 

D
e
 fo
r
m
a
 fidelitatis 

aliquid 
scribere 

monitus, 
haec 

vobis quae s
叫
uuntur

breviter 
e
x
 librorum auctoritate 

notavi. 
Q
u
i
 d
o
m
i
n
o
 
suo fidelitatem 

iurat, 
ista 

sex 
in 

m
e
m
o
r
i
a
 
s
e
m
p
e
r
 
habere 

debet: 
incolume, 

tutum, 

honestum, 
utile, 

facile, 
possibile. 

Incolume, 
videlicet 

n
e
 sit 

d
o
m
i
n
o
 in 

d
a
m
n
u
m
 de 

corpore 
suo. 

T
u
t
u
m
,
 

n
e
 sit 

ei 
in 

d
a
m
n
u
m
 de secreto suo, 

vel de muniti
ョnibus

per 
quas 

tutus 
g
町

pot
田
t.

Honestum, 
ne sit 

ei 
in 

d
a
m
n
u
m
 de sua iustitia, 

vel 
de 

aliis 
causis, 

quae 
a
d
 

honestatem eius 
pertinere 

videntur. 
Utile, 

n
e
 sit 

ei 
in 

d
a
m
n
u
m
 
de suis 

p
o
岱

邸
sionibus.

Facile 
vel 

possibile, 

n
e
 
id 

b
o
n
u
m
,
 
q
u
o
d
 
d
o
m
i
n
u
s
 

suus 
leviter 

facere 

poterat, 
faciat 

ei 
difficile; 

neve id q
u
o
d
 possibile

巴rat,

reddat ei 
impossibile. 

U
t
 a
u
t
e
m
 fidelis 

haec n
o
c
u
m
e
n
t
a
 

caveat, 
justum est; 

sed 
n
o
n
 ideo c

a
s
a
m
e
n
t
u
m
 meretur; 

n
o
n
 
e
n
i
m
 
sufficit 

abstinere 
a
 malo, 

nisi 
fiat 

q
u
o
d
 

b
o
n
u
m
 est. 

Restat ergo ut 
in 

eisdem 
sex 

supradictis 

consilium et 
auxilium 

d
o
m
i
n
o
 
suo 

fideliter 
praes

ぬ，
t,

si 
beneficio 

dignus 
videri 

velit, 
et

銘
lvus

esse 
de 

b
牛
士
ム
士
官
講
話

h
叶
え
て
ー
ミ

G
l
榔選

rn
数
民

Q
紙
吟
（
縫
〉

fidelitate 
q
u
a
m
 iuravit. 

D
o
m
i
n
u
s
 quoque fideli 

suo in 

his 
o
m
n
i
b
u
s
 vicem 

reddere 
debet. 

Q
u
o
 si 

n
o
n
 fecerit, 

merito 
c
邑nsebitur

malefidus: 
sicut 

ille, 
si 

in 
e
o
r
u
m
 

praevaricatione 
vel 

faciendo 
vel 

consentiendo 

deprehensus fuerit, 
perfidus 

et 
perjurus. 

Scripsissem 

vobis 
latius, 

si 
occupatus n

o
n
 essem 

c
u
m
 allis 

multis, 

t
u
m
 etiam 

restauratione civitatis 
et 

Ecclesiae 
nostrae 

q
u
a
e
 tota 

nuper horrendo incendio 
conflagravit. 

Q
u
o
 

d
a
m
n
o
 
etsi 

aliquantisp
芭r

n
o
n
 moveri n

o
n
 
p
o
鉛
umus,

spe t
a
m
e
n
 divini 

atque vestri 
solatii 

respiramus. 

(1這
;tt.!oo

）。
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国
）
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J
是
,1¥i

（限
g
G
挺
±
γ
G
a
n
s
h
o
f
,
Boutruche ;l

吋
~
~

《
sain

et 
sauf》，《

sur》，《
honn@te》，《

utile》，《
facile》，

《
possible》。

Flach, 
op. 

cit., 
t. 

II, 
Les origines 

c
o
m
m
u
雌
les,

la 
feodalite et la chevalerie, Paris, 1893, 

p. 518. 
!l.1-6~

'.!! 
{salut》，《

securite》，《
prerogative》

《
int

岳
r@t》

《
facilit品

》
，
《

libertる
d’action》。

(..o) 
《
tutus》

立
与
明
陪
《

securitas》
Q
持
主
総
隠
・
商
店

~....Jν

R
ユ
u
'
~
＋.：怖さtll示

。
会
千
ノ
嶋
崎
：
会
（
初
.
.
.
.
）
-vil-i-2 

s::--Boutruche, 

oρ. 
cit. 

,
 p. 200, 

n. 39
）
’
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~
’

Flach
(oρ．
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5
1
9
 et 
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縛
槌
偽

1
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初
-.QJ
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-
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G
聡

iぜ
草
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霊
紐
G

4宅
,
O
A
J

ト
J
時

（
s
配
retarium)

J
 利
~
v
-
今
l
~
•
J
A
J

＼＇.－＇長時。

n
λ

小島、
K

－＇－」
・1'

ト
J
G
－！宍為

f,!:1....);;
"R.,.>J長

~
~
♀
。

（口）
~
持
「
倒
段
G

Nativitas 
Q
禅
（
兵
民
主
1・

r(II!)J
h

宅
時
。

Cf. 
M
i
g
n
e
,
 
P. L. ,

 t. 
C
X
L
I
,
 
col. 229, 

n. 36. 

（
出
〕

A
.

Luchaire, 
Histoire 

des 
institutions 

monarchiques 

de la 
France sous 

les
ρ
remiers Capatiens (987-1180), 

2
 vol., 

2•
る
d.
,
 Paris, 

1891, 
t. 
II, 

p. 42; 
Flach，。

ρ．
cit., 

t. 
II, 

p. 
518-519; 

A
u
g
.
 

D
u
m
a
s
,
 
Encore 

la 

questi,側
《
Fideles

O
U
 V

 assaux ？》
A
p
r
oρ
os

d
u
 I
V
•
官＇Ol.

des 
O,,igines 

de 
l' ancienne 

F
r
制

ce
de 

M
.
 
Flach, 

N
.
 

R
.
H
.
 D. ,

 1920, 
p. 

186, 
n. 

2; 
H
.
 
Mitteis, 

Lehnrecht 

u
n
d
 
Staatsgewalt, 

Unters
哨
・hungen

zur 
mittelalter-

lichen 
Verfassungsgeschichte, 

W
e
i
m
a
r
,
 

1933, 
S. 

312-314; Ganshof, 
Q
u’est-ce 

q
叫
e

la 
f
 eodalite? 

p. 113 

et 
suiv.;G.-F. Lemarignier, 

Les 
institutions 

ecclisi-

astiques 
e
n
 
France de 

la 
fin 

d
u
 X

• a
u
 
milieu 

d
u
 

X
II• 

si,cle, 
Lot-Fawtier, 

Histoire 
des 

institutions 

j
均
ni,;aises

a
u
 m
o
y
e
n
 (ge, 

t. 
III, Institutions 

eccl
白
崎
－

tiques, 
Paris 

1962, 
p. 

5
1
 ;

 F. 
Behrends, 

Kingship 

a
n
d
 
Feudalism 

according 
to 

Fulbert 
o
f
 C

加
rtres,

晶
｛ediaeval

Studies, 
X
X
V
,
 1963, 

p. 
96

司97.

11011 

（
出
）

S. 
Isidori 

Hispalensis 
episcopi 

Etymologiarum 
libri 

X
X
,
 
M
i
g
n
e
,
 
P. 

L. ,
 t. 

L
X
X
X
I
I
,
 
col. 

125, 
lib. 

II, 

cap. 
IV, 

4
 :
 Suasoria 

au tern 
in 

tribus 
locis 

dividitur: 

honesto, 
utile 

et
ρ
ossibili. 

H
a
e
c
 

differt 
aliquid 

deliberativa 
interdum 

et 
apud 

se 
agit. 

In 
suasoria 

a
u
t
e
m
 
cluae 

sunt 
qcae 

plus valent: 
spes 

et 
metus. 

Cf. 

Mitteis, 
a. 

a. 
0. ,

 S. 
312, 

Arnn. 
152; Behrends, 

a1't. 
cit. 

,
 p. 96, 

n. 
16. 

（
ヨ
）

Fp. 
71 

(a01021), 
M
i
g
n
e
,
 
P. L. ,

 t. 
C
X
L
I
,
 col. 

236: 

Clarissirr:o 
duci 

A
q
u
i
t
a
n
o
r
u
m
 

G
U
I
L
L
E
L
M
O
 

F
U
L
B
E
R
T
U
S
 episcopus, 

utile 
et 

honestum. ;
 

id. 
,
 Ep. 

136, 
col. 

271 :
 .
 

.
 

.
 qu

a
n
旬
m

ejus 
gratiam 

inieris, 

qui 
te 

demulceant, 
qui 

rr.ordeant
，

日
u
a
m
inco:umis 

lute 
consistis. 

(~
) Behrends, 

art. 
cit. 

,
 p. 

97 a
n
d
 n. 

19. 

(
 

ヨ
)

 Mitteis, 
a. 

a. 
0. ,

 S. 
313, 

Anrn. 
153. 

（
口
）

Boretius, 
C
aρ
itularia y

e
g
u
m
 Francoru1

叩
，

M
.
G
.

LL., 

C
aρ. 

,
 t. 
I, 

Hannover, 
1883, 

p. 
92, 

no 
33, 

Capitulare 

missorum 
generate 

（ε
0
2
 initio), 

c. 
2: 

D
e
 
fidelitate 

promittenda 
dcrr,no 

imperatori. 
Precepit que, 

ut 
o
m
n
i
 

h
o
m
o
 
in 

toto 
regno 

suo, 
sive 

ecclesiasticus 
sive 

laicus, 
unusquisque 

S
回

m
d
u
m

v
o
t
u
m
 et 

propositum 

s
u
u
m
,
 
qui 

antea 
fidelitate 

sibi 
regis 

n
o
m
i
n
e
 
pro-



misissent, 
n
u
n
c
 
i
p
s
u
m
 
p
r
o
m
i
s
s
u
m
 
nominis 

caesaris 

faciat ；
巴
t
hii 

qui 
a
d
h
u
c
 
i
p
s
u
m
 

p
r
o
m
i
s
s
u
m
 

n
o
n
 

perficerunt o
m
n
e
s
 usque a

d
 d
u
o
d
e
c
i
m
o
 
aetatis 

a
n
n
u
m
 

similiter 
facerent. 

E
t
 
ut 

o
m
n
e
s
 
traderetur 

publice, 

qualiter 
unusquisque 

intellegere 
posset, 

q
u
a
m
 
m
a
g
n
a
 

in 
isto 

sacramento et 
q
u
田
n

multa 
conprehensa sunt, 

non, 
ut 

multi 
usque 

n
u
n
c
 
extimaverunt, 

t
a
n
t
u
m
 

fidelitate 
d
o
m
n
o
 
imperatori 

usque in 
vita 

ipsius, 
et 

n
e
 

aliquem 
i
n
i
m
i
c
u
m
 

in 
s
u
u
m
 

r
e
g
n
u
m
 

causa 

inimicitiae 
inducat, 

et 
n
e
 
alicui 

infidelitate 
illius 

con5entiant 
aut 

retaciat, 
sed ut 

sciant 
o
m
n
e
s
 istam in 

se 
rationem h

o
c
 s
a
c
r
a
m
e
n
t
u
m
 habere. 

r ；ヨ）
Ibidem, 

p. 
101

目
102,

no 
34, 

C
aρ
itularia 

m
悶

o
r
u
m

sρ
ecialia 

(802 initio): 
Sacramentale qualiter repromitto 

ego, 
q
u
o
d
 
a
d
 
isto 

die 
inantea 

fidelis 
s
u
m
 
d
o
m
n
o
 

K
a
r
o
l
a
 
piissimo 

imperatori, 
filio 

Pippini 
regis 

et 

B
e
r
t
h
a
n
e
 
reginae, 

p
u
r
a
 

m
e
n
t
e
 
a
b
句
u
e

fraude 
et 

m
a
l
o
 ingenio 

de 
m
e
a
 
parte 

a
d
 
s
u
a
m
 
p
a
r
t
e
m
 et 

a
d
 

h
o
n
o
r
e
m
 
regni 

sui, 
sicut 

per 
drictum 

debet 
esse 

h
o
m
o
 
d
o
m
i
n
o
 
suo. 

Si 
m
e
 
adiuvet 

D
e
u
s
 
et 

ista 

s
a
n
c
t
o
r
u
m
 
patrocinia 

q
u
a
e
 in 

h
o
c
 
loco 

sunt, 
quia 

diebus vitae 
m
e
a
e
 per 

m
e
a
m
 voluntatem, 

in 
q
u
a
n
t
u
m
 

m
i
h
i
 
D
e
u
s
 

intellectum 
dederit, 

sic 
at

匂，
n
d
a
m

et 

b
争
え
－
＇
－
走
~
~
［
＇
，
片
え
＇（－

え
G
l
抑

纏
Q
絵
馬

8
j謡

母
〈
楼
〉

eonsentiam. 

I
t
e
m
 aliud. 

Sacrame:1.tale qualiter repro
立
1itto

ego: 

d
o
m
n
o
 K
a
r
o
l
o
 piissimo 

imperatori, 
filio 

Pippini 
regis 

et 
Berthane, 

fidelis 
s
u
m
,
 
sicut 

h
o
m
o
 
per 

drictum 

debet e
鑓
e
d
o
m
i
n
o
 suo, 

a
d
 s
u
u
m
 r
e
g
n
u
m
 et 

a
d
 
s
u
u
m
 

r
e
c
t
u
m
 h
a
b
e
o
 custodiam ct custodire 

volo, 
in 

q
u
a
n
t
u
m
 

ego scio 
et 

intellego, 
a
b
 
isto 

die 
inantea, 

si 
m
e
 

adiuvet Deus, 
qui 

c
o
e
l
u
m
 et 

t
e
r
r
a
m
 
creavit, 

et 
ista 

s
a
n
c
t
o
r
u
m
 patrocmia. 

ー＠）
J；

言
必
く
011

ど－
G
I
1
 capitularia 

cl
や
ユ
ド
さ
f

F. -L. 

Ganshof, 
Recherches sur les 

caρ
Uulaires, 

Paris, 
1958, 

p. 5
0
 5
2
 p. 

198 etρ
，assim. 

（日）
Lot, 

Fideles 
O
U
 vassaux? p, 241 

et 
suiv. 

（
詩
）

Ganshof, 
Q
u’est-ce 

que 
la 

f
 eodalite ?

 p, 54, 
etc. 
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シ
ャ
ル
ト
ル
司
教
フ
ュ
ル
ベ
l
ル
の
一
書
簡
の
解
釈
の
試
み
ハ
森
V

二
O
四

II 

EroH同
は
書
簡
の
中
段
で
、
封
（
口

g
g
g
E
9
5丸山口
2
5）
に
ふ
さ
わ
し
く
あ
る
条
件
と
し
て
、

「
助
言
と
助
力
」

（noロ田口
Z
S

2
2
M己
古
田
）
を
捧
げ
る
必
要
を
の
ベ
た
。
そ
の
他
の
変
更
と
と
も
に
、

《口
O
口田
E
C
B
Z
白己岡山口
g
g》
を
と
り
い
れ
た
忠
誠
醤
約
の
最
初

に
捧
げ
ら
れ
た
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
明
日
g
己由

はの
云も
う戸の
。告は

八
五
八
年

月

十

日

。口問。同岡山、
4
5
7
0宮
市
で
の
｝
阿
国
同
］

g
z
n
v開口
4
白

「
我
ガ
知
リ
且
ナ
シ
得
ル
限
リ
、

何
ラ
ノ
詐
意
モ
叛
意
モ
ナ
ク
、

我
ガ
職
務
（
S
S
E
R
E
g）
一
一
応
ジ
テ
、
叉
我
ガ

神
ノ
援
ケ
ニ
ヨ
り
、

身
（
官
同
問
。
口
問
）

日
一
応
、
シ
テ
、
助
言
ト
助
力
ト
ニ
ヨ
リ
（

ng閉店
0
2
2江
口
0）
汝
ノ
忠
誠
ナ
ル
助
力
者
（

b
p
r
包

E
O同）
タ
一
フ
ン
。
神
ガ

玉
ノ
名
ト
王
国
ト
ニ
ヨ
ッ
テ
、
汝
ニ
賦
与
シ
タ
マ
イ
シ
カ
ノ
権
力
ヲ
、
神
ノ
意
－
一
ソ
ウ
テ
、

汝
ト
汝
ノ
出
門
回
目
－

g
ト
ノ
救
済
ノ
タ
メ
ニ
、
フ
サ

ワ
シ
キ
名
誉
ト
力
ト
ヲ
モ
ッ
テ
、
汝
ガ
保
チ
且
治
メ
得
ン
ガ
タ
メ
－
で
・
・
・
・
・
」
。

こ
の
後
の
王
に
対
す
る
忠
誠
誓
約
の
原
型
と
な
る
べ
き
こ
の
句

2
5巳
o
を
、
ヲ
M
g
oユ
が
直
接
に
利
用
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
何
と

な
れ
ば
彼
の
書
簡
に
は
、
八
五
八
年
の
同
o
s
g
U
を
特
徴
ず
け
て
い
る
「
我
ガ
職
務
（
自
宮
古
2
7
H
B）

司
一
応
ジ
テ
、
又
我
ガ
身
（
宮
5
0
5）

由
一
応
ジ
テ
」
と
い
う
一
句
が
入
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る

G

文
文
脈
全
体
と
し
て
も
、

町
民

Z
Z
の
そ
れ
が
消
極
的
な
忠
誠
誓
約
と
対
照
さ
せ

て

「
封
に
ふ
さ
わ
し
く
」
あ
る
た
め
の
条
件
と
し
て
《
n
o
s－－
2
5
2
2
M去ロ
B
V
を
あ
げ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

八
五
八
年
の
誓
約
文

は
、
八

O
一
一
年
の
そ
れ
に
《
8
5
E
C
5
2
E
M－－
2
g》
を
組
み
込
ん
で
、

叉
典
型
的
な

p
b
o日
出
昨
日
刊
理
念
を
基
礎
と

後
者
を
中
心
に
、

し
て
文
意
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（お）

同
じ
言
葉
を
司
ロ
－

Z
え
と
同
様
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
用
い
た
例
は
、
彼
が
私
淑
し
て
い
た
〉
ゲ
ゲ

g
r
E
2
q（温∞！
5
2）
の
凸
ミ
宮
司
及
。

（
叩
叫
｝

円
ぬ
き
さ
ミ
誌
に
見
出
さ
れ
る
。
そ
の

n－H
〈－

N
V
向
・
》
．
号
』
む
ね
な
ミ
h
p
の
胃
頭
に
次
の
一
節
が
あ
る
。

「
王
ノ
職
務
（
B
E宮
a
E
B）
ガ
、

全
王
国
ノ
諸
問
題
ヲ
コ
ト
ゴ
ト
ク
扱
カ
ウ
モ
ノ
デ
ア
ル
ト
ス
レ
バ
、
・
・
・
・
・
・
司
教
タ
チ
ヤ
王
国
ノ
有



力
者
タ
チ

（胃－

5
2
2
2∞
巳
）
ノ
承
認
ガ
ナ
ケ
レ
バ
、
如
何
－
一
シ
テ
ソ
レ
ラ
〔
ノ
諸
問
題
U

－
一
耐
エ
得
ヨ
ウ
ヵ
。
・
・
・
・
コ
ノ
故
一
一
、
若
シ

彼
（
王
）

ュ
、
ア
ラ
ユ
ル
尊
敬
ヲ
モ
ッ
テ
、
助
言
ト
助
力
ト
ニ
ヨ
リ
、
然
ル
ベ
キ
名
誉
ヲ
捧
ゲ
ナ
イ
ナ
ラ
パ
、
彼
ノ
職
務
ノ
行
使
ハ
、
義
務

不
履
行
ノ
不
信
（
ロ

O
R
E
S
R－d
g
官
民
E
U）
ノ
ウ
チ
ニ
ナ
サ
レ
ル
デ
ア
ロ
ウ
。
何
ト
ナ
レ
バ
、
主
独
リ
〔
ニ
テ
U

ハ
、
王
国
ノ
ス
ベ
テ
ノ

用
（
ロ

2
2）
ヲ
充
タ
サ
ザ
レ
パ

O
i－－・」

〉
ゲ
寸
o
p
円
四
冊
目

2
q
は
「
王
ノ
職
務
ト
ハ
何
カ
」
（
β
ロ
白
日
刊
包
宮
山
田
広
岡
山
口
5
3
m一m
m
S
を
問
う
に
あ
た
っ
て
、
八
二
九
年
の
第
六
回
パ
り

〔

m）
（

巾

品

）

の
引
用
を
も
っ
て
答
え
た
。
こ
の

E
ロO
ロ
は
、

公
会
議
第
二
巻
第
二
章
の

（同
J
1

・斗∞。
l

∞
古
＼
∞
お
）

の

匂
同

い
す
ロ
印
凹
仏
、
O
門広田口∞

円回ロ
O
ロ

（
ρ巴
門
日
明
日
仲
買
O
官
5
5山口町丘町江戸
H
B
H
m
m
一
回
）
と
完
全
に
一
致
す
る

（

mv 

と
こ
ろ
か
ら
、
同
じ
く
守
口
忠
仏
、
。
ユ
宮
ロ
田
の
手
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
書
き
出
し
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

な悼臼町民円程之内
v
s
h

『町
AmE内

hH

（∞凶－）

の
第
四
章
「
主
偶
有
ノ
職
務
ト
ハ
何
カ
」

「
王
ノ
職
務
ト
ハ
、
特
ニ
、
神
ノ
民
ヲ
統
べ
、

叉
平
和
ト
協
和
ト
ヲ
保
ツ
ヨ
ウ
ニ
努
メ
ル

（

羽

）

ニ
ア
ル
。
何
ト
ナ
レ
バ
彼
ハ
、
先
ズ
神
ノ
教
会
ト
ハ
神
－
一
一
U

仕
エ
ル
モ
ノ
ト
ノ
保
護
者
デ
ア
ラ
ネ
パ
ナ
ラ
ヌ
カ
ラ
0

・：」

且
平
衡
ト
正
義
ト
ヲ
モ
ッ
テ
導
キ

（H
O
ぬ回目）、

「
王
ハ
正
ツ
ク
導
ク
コ
ト
カ
ラ
〔
カ
ク
U

呼
バ
レ
ル
」

（

担

）

《

B
M》
と
《
門
司
自
ロ
ロ
ロ
∞
》
の
区
別
が
同
田
正
母
白
骨

ω守
口
目
白
の
同
守
選
。
～
。
E
h
H
h

に
よ
っ
て
い
る
の
と
同
様
に
、
同
じ

（
明
記
）

く
ゲ
氏
O

B

の
h
h
S
H
h
ミ
凡
む
ね
に
よ
っ
て
い
る
。
即
ち
同
り
己
ゲ
O
H
H

は
こ
の
部
分
で
も
、

」
の
表
現
は
、
そ
の
前
章
の
王
の
定
，
説
、

（
河
内
間
同

Hm口
広
同
四
m
mロ仏
0
4
0
8
吉岡）

と
云
う
表
現
や
、

〉ゲゲ
O
ロ
や

』

C
口
同
国
と
同
じ
源
、
即
ち
同
回
日
仏
。
同
白
色
。

ぽ
4
F
口
白
か
ら
、
］
口
氏
名
門

E
8
2聞
を
、
｜
↑
お
そ
ら
く

K
F
5
8
を
媒
介
と
し
て
｜
｜
引
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

旬
。
ロ
包
と
〉
ゲ
ゲ
O
ロ
の

phonE昨
日
官
。
な
主
観
は
、
カ
ロ
リ
ン
ガ
朝
の
忠
誠
誓
約
と
も
共
通
し
て
い
る
c

王
に
岡
山
門
庄
町
で
あ
る
こ
と
と
、
神

に
同
丘
町
］
町
田
で
あ
る
こ
と
と
の
等
置
は
、
正
に
こ
の
基
盤
か
ら
生
じ
た
。
〉
ず
σoロ
の
段
階
で
、

こ
の
本
来
的
な

出円目。－

x
g

主

の
み
で
は
、

国
を
支
え
る
に
は
不
充
分
と
考
え
ち
れ
る
に
い
た
り
、
か
く
て
《

2
5
Eロ
B

2
2
M
E
C
B》
と
い
う
積
極
的
な
義
務
が
、
あ
え
て
付
加

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
司
己
宮
ユ
が
採
用
し
た
い
日
佐
官

E
g
g
は
、
ま
さ
に
こ
の
〉
ゲ
σoロ
の
そ
れ
で
あ
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

シ
ャ
ル
ト
ル
司
教
フ
ュ
ル
ベ
ー
ル
の
一
書
簡
の
解
釈
の
試
み
（
森
）

二
O
五
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et 
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314. 
さま
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詰
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捌
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お
c
r
a
m
e
n
t
u
m
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Q
u
a
n
t
u
m
 sciero 

et 
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D
o
m
i
n
o
 adiuvante absque 
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dolositate 

aut 
seductione 

et 
consilio 

et 
auxilio 

s
e
c
u
n
d
u
m
 
m
e
u
m
 ministerium 

et 
s
e
c
u
n
d
u
m
 

m
e
a
m
 

per
鈎
n
a
m

fidelis 
vobis 

adiutor 
ero, 

ut 
illam 

potestatem, 
q
u
a
m
 in 

regio 
n
o
m
i
n
e
 
et 

regno 
vobis 

D
e
u
s
 concessit, 

ad ipsius 
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et 
ad 
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ac 
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c
u
m
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et 

h
o
n
o
r
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p
r
o
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o
m
i
n
e
 
n
o
n
 
m
e
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retraham, 
q
u
a
n
t
u
m
 D
e
u
s
 

1101
く

mihi 
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et 
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露
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u
m
a
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,
 
L
e
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u
m
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n
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C
X
L
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a
n
n
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町

G;
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人
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毒
剤
E
P
ν
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仇
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de 
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M
i
g
n
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C
X
L
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(~
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b
b
o
n
i
s
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印
刷

S
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a
n
o
n
u
m
,
 
IV, 

D
e
 

fidelitate 
regis, 

Migne, 
P. L., 

t. 
C
X
X
X
I
X
,
 
col. 

487 
:
 C
u
m
 regis 

ministerium sit 
totius 

regni 
penitus 

negotia 
discutere, 

n
e
 
quid 

in 
eis 

lateat 
injustitiae, 

q
u
o
m
o
d
o
 a
d
 tanta 

poterit 
subsist

疋
re,

nisi 
annuentil:

】，us

episcopis 
et 

primoribus 
regni 

?
 E
t
 
c
u
m
 
Apostolus 

dicat. .. 
,
 qua ratione sui 

ministerii 
vices 

exercebit in 

contumacium
ρ
erfidfa, 

si 
ei 

primores regni 
auxilio et 

consilio 
n
o
n
 
exhibeant 

debitum 
h
o
n
o
r
e
m
 c

u
m
 o
m
n
i
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e
n
i
m
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n
o
n
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ad 
o
m
n
i
a
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D
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y
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 D
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regere 
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a
c
e
m
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e
n
i
m
 

debet 
p
r
i
m
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シ
ャ
ル
ト
ル
司
教
フ
ュ
ル
ベ
l
ル
の
一
書
簡
の
解
釈
の
試
み
〈
森
）

二
O
八

m 

同
り
戸
回
目

σ刊
立
は
書
簡
の
後
段
に
お
い
て
、
ま
ず
主
君
が
忠
誠
誓
約
者
と
全
く
同
じ
義
務
を
お
う
こ
と
を
規
定
し
た
。
こ
の
双
務
性
（
広

negi

は
封
建
的
契
約
の
特
性
と
し
て
、
語
家
の
注
目
す
る
と
こ
ろ
で
あ
お
、
そ
の
出
典
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い

o
S
E
R
Fは、

a
H
b）
 

mg吉
岡
、
が
「
殺
ソ
ウ
ト
シ
、

或
ハ
棒
デ
打
ト
ウ
ト
シ
、
或
ハ
妻
叉
ハ
娘
ヲ
犯
ソ
ウ
ト
シ
、

等
に
、
そ
の

mg即
日
を
捨
て
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
が
、

或
ハ
ソ
ノ
世
襲
財
産
ヲ
ウ
パ
オ
ウ
ト
シ
タ
場
合
」

可
己
宮
ユ
の
「
悪
意
あ
る
も
の
と
非
難
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
云
う
表
現
は
、

Y
H
F
4
2門日
8
2
と
し
て
熟
し
た
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
、

「
義
務
不
履
行
」

（匂同
m
H
A
W
a
q

由民
n
国昨日。）

の
責
任
を
問
わ
れ
た
忠
誠

「
行
為
に
お
い
て
で
あ
れ
、
同
意
に
お
い
て
で
あ
れ
」

誓
約
者
に
対
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
罪
、
《
日
】
由
民
正
ロ
凹
》
と
《
宮
門
」

5
5》
と
に
つ
い
て
は
、
あ
る
程
度
そ
の
出
所
を
追
究
し
得
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
ま
ず
《
百
円
虫
色

5
》
に
つ
い
て
、

〉
vroロ
色
白
岡
］
ゆ
ロ
号
、
が
、

日V
H
F
5
2
a
B
m巳
が
「
助
力
ト
助
言
ト
ニ
ヨ
り
（
自
己
Z
0
2

（8
ロ吉岡

gnus
－um広
三
仲
間
）
と
規
定
し
た
こ
と
は
前
に
述
べ

円弱）

た
。
更
に
遡
れ
ば
、
六
九
三
年
の
第
十
六
回
ト
レ
ド
公
会
議
決
定
末
尾
に
、
官
同
町
〈
向
日
円
由
民
O

と
H
U
m
H

虫
色
白
日
を
同
時
に
用
い
た
す
人
章
が
あ
る
。

8
5己
F
O
Y
－
－
然
ル
ベ
キ
名
誉
ヲ
捧
ゲ
ナ
イ
」
場
合
を
「
義
務
不
厩
行
ノ
不
信
」

町
三
σo巳
は
お
そ
ら
く
、
基
本
的
に
は
〉
ゲ
ゲ
。
ロ
に
よ
り
つ
つ
、

ト
レ
ド
公
会
議
決
定
を
も
参
照
し
て
、
こ
の
文
章
を
額
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
然
り
と
す
れ
ば
、
《
宮
HFHguv
は、

「
助
力
ト
肘
言
」
の
義
務
弁
欠
い
た
も
の
が
指
す
こ
と
に
た
る
。
A

《
宮
江
口
E
m
V
に
つ
い
て

原
則
的
に
は
禁
止
し
つ
つ
、
そ
の
業
反
JV
厳
し
く
罰
す
る
官
同
町
一
官

E
g
g

は
、
カ
ロ
リ
シ
ガ
立
法
と
教
会
法
と
に
一
貫
し
て
界
展
し
た
も
の
で
あ
っ
か
）
。

E
－
げ
目
立
書
簡
の
前
段
に
お
い
て
は
む
し
ろ
消
続
的
に
見
え
る

E
巴
g
は
、
こ
れ
が
カ
ロ
り
ン
ガ
朝
の
忠
誠
響
約
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
限
り
、
里
遺
物
に
右
手
を
お
い
て
害
わ
れ
弘
』
従
っ
て
そ
の
業
反

は
、
聖
物
（
同
町
田

m
R
B）
に
右
手
を
お
い
て
誓
わ
れ
あ
誓
約
を
、

者
は
A
代
目

M
m
ι
5
c
m
V
で
あ
る

Q

以
上
の
考
察
は
一
応
町
己
宮
巳
の

P
E
H芯
を
、
内
定
庄
町
国
間
浮
反
に
対
す
る

MMmH
－25
’と、

n
cロ
山
口
山
口
包
め
仲
間
ロ
ピ
E
B
の
不
履
行
、
即
ら



「門田明白
g
g
E
B（
文
は
ゲ
gmwhwEB）
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
」
行
為
に
対
す
る
旬
。
民
丘
町
と
に
分
け
る
こ
と
を
許
す
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
し
か

し
問
題
は
、
前
に
あ
げ
た
〉
ゲ
ゲ
。
ロ

P
E
2
q
の
町
D
N
h
h
町
民
。
円
む
き
さ
ミ

p
n・
H
J
F
b
h
g
M
H
た
ミ
帆
司
君
主
h
x
b
・を、

司
iz

－r目
立
が
何
処

ま
で
利
用
し
て
い
る
か
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
〉
ゲ
ゲ
。
ロ
は
こ
の
章
の
中
で
、
王
と
司
教
と
修
道
院
長
と
の
選
挙
の
等
質
性
を
論
じ
、
「
サ
ラ
ニ
王

ガ
任
命
サ
レ
ル
ト
、
彼
ハ
、

ソ
ノ
主
国
ノ
境
界
内
デ
何
ラ
ノ
不
和
モ
起
ヲ
ナ
イ
ヨ
ウ
ニ
、

ス
ベ
テ
従
ウ
モ
ノ
カ
ラ
、
害
約
ニ
ヨ
ツ
テ
信
ヲ
開
請

カ
ノ
ン

と
述
べ
た
後
に
、
六
三
三
年
の
第
四
回
ト
レ
ド
公
会
議
の
決
議
七

ス
ル
」
（
任
。
B
E吉
田

E
E
E∞
F
凶
冊
目
色
広
町
田
円
E
g
g宮
内
阿
佐
ゲ
）

（お】

五
の
前
半
を
引
用
し
て
結
論
に
代
え
て
い
る
。

そ
し
て
そ
の
決
議
で
は
、

誓
約
（
E
2
3
2
g
p

』

5
3
8
E
B）、

信
（
同
E
g）、

約
束

（官。
B
5
5
w
－V
H
O
同
冊
目
。
）
、
暫
約
違
反

Q
R
Y巳
白
）
、
不
信
（
官
民

E
E）
等
の
タ
l
ム
が
、

必
ず
し
も
九
世
紀
以
降
の
そ
れ
ら
の
よ
う
な
厳

密
さ
で
使
用
さ
れ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
し
、
叉
「
モ
シ
王
タ
チ
エ
属
ス
ル
人
々
ユ
ヨ
ッ
テ
、
約
サ
レ
タ
信
ガ
犯
サ
レ
ル
ナ
ラ
バ
、

ソ
レ

ハ
正
シ
ク
演
神
（
明
白
n
H
r
m
Z
B）
デ
ア
ル
。
何
ト
ナ
レ
パ
ソ
レ
ハ
単
ニ
彼
ヲ
（
王
タ
チ
）

ニ
ト
ッ
テ
契
約
破
棄
（
官
主
宵
自
民
鳴
g
岳
｝
）
デ
ア

（刊｝

ソ
ノ
名
ニ
オ
イ
テ
ソ
ノ
約
束
ガ
結
バ
レ
タ
神
ソ
ノ
モ
ノ
ニ
ト
ッ
テ
モ
ソ
ウ
デ
ア
ル
カ
ラ
。
」
と
結
ん
で
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、

ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、

「
聖
物
」
と
い
う

B
同
昨
日
広
が
介
在
す
る
か
否
か
に
「
書
約
」
と
「
約
束
」
と
の
区
別
を
お
く
吉
岡
町
田
尚
昆
g
g
と
は
異
質
で
あ
る
か
ら
で

あ
る
。さ

ら
に
よ
り
以
上
の
異
質
性
が
〉
宰
。
ロ
及
び
彼
が
利
用
し
た
公
会
議
決
議
と
、
同
巳
宮
は
の
書
簡
と
の
聞
に
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

。
S
E
E
B
O
〈
が
如
何
な
る
聞
を
な
し
た
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
に
せ
よ
、

（U
白】
u
－C
U
R－
白
や
』
O
ロ
同
研
色
、
。
同
日

E
ロ
聞
や
〉
ゲ
ゲ
。
口
、
が
共
通
し

て、

店
内
在
伊
丹
田
聞
を
受
け
得
る
存
在
を
王
叉
は
皇
帝
に
限
定
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、

FHE】
町
三
の
害
簡
は
こ
れ
を
仏
O
B
S
E
と
の
み
規
定
し

た
。
彼
は
そ
の
用
語
に
関
す
る
限
り
、
そ
の
殆
ん
ど
た
教
会
法
源
に
よ
っ
た
ら
し
い
が
、

そ
の

2
1
W白
色
。
は
こ
れ
を
現
実
と
対
応
さ
せ
た

の
で
あ
る
。

シ
ャ
ル
ト
ル
司
教
フ
ュ
ル
ベ
ー
ル
の
一
書
簡
の
解
釈
の
試
み
（
森
）

二
O
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抗
争
奇
占
士
官
採
れ
吋
え

Y
ー
全
G
H
網
題

!l'.G絵
馬

G
~
孟
母
（
機
）

組
（
苫
n

さ
，
ば
~

Flach, 
oρ. 

cit. 
,
 II, 

p. 
519 ;

 M
.
 
Bloch, 

L
a
 

soci"t:: 
Jeodale, 

la 
formation 

des 
liens 

de 
dfρ

en-

dance, 
Paris, 

1949, 
p. 

350 
;
 Boutruche, 

op. 
cit. 

,
 

p. 203 
;
 Ganshof, 

Q
u’est-ce 

que la 
Jiodalite 

?
 p. 
125 ;

 

Behrends, 
art. 

cit. 
,
 p. 
99. 

（沼〕
Boretius,

C
aム，

I,
p. 

172, 
n。

77,
Capitulare 

Aquisgranense, 
c. 

16 ;
 Q
u
o
d
 
nullus 

seniorem s
u
u
m
 

dimittat 
p
o
s
t
q
u
a
m
 a
b
 eo 

acciperit 
valente solido 

uni, 

excepto si 
e
u
m
 vult 

occidere 
aut 

e
u
m
 baculo caedere 

vel 
u
x
o
r
e
m
 
aut 

filiam 
maculare 

seu 
hereditatem 

ei 

tollere. 
(
 
#

 capitulare 
Q
社

乞
ti’

Boretius, 
p. 

170. 

!l.....S
ヰ
当

801-813母
F
Ganshof, 

Recherches, 
p. 

10, 
n. 

44 etρ
assim. 

!l.....S
~~ 

802-803時計。
)
 Cf. 

Boretius, 

C
aρ. ,

 I, 
p. 

215, 
n°104, 

Capitula 
Francia, 

c. 
8. 

(~
) Concilium 

T
o
l
e
t
a
n
u
m
 
X
V
I
,
 
Mansi, 

Sacr. 
concil. 

nova 
et 

a
mρ

l. 
coll. ,

 t. 
XII, 

col. 
83

：
…

Q
u
o
r
u
m
 

denique 
sceleratorum, 

qui 
et 

in 
praeteritis 

et 
n
u
n
c
 

perfidasse 
detecti 

sunt，
ρ
raevaricat

，必
ne

compellimur 

coe
知
s
vestri 

in 
universitatem consulare.

…
座

間
E五1..Y

Fulbert
さま

P
A
b
b
o
n
 !?<ti

.，＿斗＇：＜.（；
1

 i現
G<-4411

割程
Q
遺
品
闘
も

1

鎖
v
小
士
ν
ユ
ト

(l..i,s小
!
l
~
」ミ
与
二
時
。
話
量
;W

C宕）
，$堕

10

（
~
）
瀦
£
型
的

professio,
p
r
o
m
i
路
io
（
~
民
）
己
主
買
い
時
刻

lぱ
ム

J'

副
！
容
は
~
ユ
ド
~

t々l.!i;二
時

j
u
r
a
m
e
n
t
u
m
,
 
s
a
c
r
a
m
e
n
t
u
m
 （納

長）
A:G!/i:

予報’
~
与
：
札2

!l p
ユ
ν

G
索＇.
41;1;!.'君

jurisprudenc≪;? 

1
1
1
0
 

Q
絵
健

!l
(';; ¥-'ti' 

M
.
 
David, 

L
e
 serment d

u
 sacre 

d
u
 IX

• a
u
 X

V
• siscle, 

contribution a
 l’.＂tude des limites 

jttridiques 
de 

la 
souverainet"-, 

R. 
M
.
 
A. 

L., 
VI, 

1950, 
p. 

68-89 
;
 id. 
,
 L
a
 souverainet: 

et 
les 

limites 

juridiques d
u
 pouvoir 

monarchique 
d
u
 IX

• a
u
 X

V
• 

siecle, 
Paris, 

1954, 
p. 

90-137. 
Capitularia 

!l
認
さ
ご
の

縦
-:!:jAJ院

長
~!l

＼＇ユ
ν
さ’

Boretius,
Ca.ム，

I,
p. 49, 

n° 

20, 
Capitulare Haristallense 

(a 。
779),

c. 
10 

:
 D
e

回

qui 
ρ
eriurium 

fecerit, 
nullam 

redemptionem, 
nisi 

m
a
n
u
m
 perdat.

…；
p. 98, 

n° 
33, 

Capitulare m
i
錨
o
r
u
m

generale 
(a 。

802
initio), 

c. 
36：

…
E
t
 u
s
u
m
ρ
•eriurii 

o
m
n
i
n
o
 
n
o
n
 
permittant, 

qui 
hoc 

p
e
s
s
i
m
u
m
 
scelus 

christiano 
populo auferre n

民
esse

est. 
Si 

quis 
a
u
t
e
m
 

post 
h
o
c
 in 

periurio probatus fuerit, 
m
a
n
u
m
 dextera 

se 
perdere sciat; 

p. 
123, 

n° 
44, 

Capitulare 
m
i
s
s
o
r
u
m
 

in 
Theodonis villa 

d
a
t
u
m
 secundum, 

generale (a0 805 

exeunte), 
c. 

5
：
…

E
t
 si 

aliquis 
post 

pacific
泡
tionem

alterum occiderit, 
conponat 

ilium 
et 

m
a
n
u
m
 q
u
a
m
 

ρ
eriuravit

ρ
erdat et 

insuper b
a
n
n
u
m
 d
o
m
i
n
i
c
u
m
 sol vat; 

etc. 
E言
。
講
話

411灘
iよ

..i,sや
ν
草壁i.W初

~'I'.!宗
（言語

E
ゆ）

G
さ吉

弘
’
制
剤
容
と
よ

~~'I'.!
｛
平
川
、
称J:ijく

小
。

（
~
〕
納
長
!
l
~
公
的
「
剛
容
」
（

res
銅
cra)

G
令
ベ
は
や
ユ
ド

ti'

David, L
e
 serment, 

p. 8
9
 et 

suiv.
品
J
~
付
。

Fulbert
笠

「
fidelitas

州
事
血
小
」
磁
込
’
長
且
E
入
：R
露
G
~
与~
G
黒
v
!
l



「
剖
烈
毒

i111
m
弐
J

'J ~
剥

llF.QE_)
I-'さ

ま
ユ

,;jユ
：
V
十
｜
起
~

1よ
.iQユ

I-'.,;;,
fidelitas 

：会
s
a
c
r
a
m
e
n
t
u
m

十
必

z
、，

自
民
烈
零

!1W1牛
込

J.i(lユド事
i！」主与二

¥Jユ
.j.!1)

A
)
今年
J'

1
 0干く

4く
社
会
必
対

会
必
延
世
主
主

!l
占土車部初＿，；；；＇.」スャ

r
l
-
8

眠
0.ll

t<,:=, 
-

8
 1

 0. 

:f:,' 
~
付

,s:s..，；；，きま41=;!1相
E
(' 
I-"
ユの。

令長
J
（；
図

E;Zl,l-J;,<!lillv’

《
U
b
i

H
a
r
o
l
d
 
s
a
c
r
a
m
e
n
t
u
m
 
fecit 

W
i
l
l
e
l
m
o
 
duci.

》

Cf. 
F. 

Stenton, 
etc. 

,
 La

 Tapisserie de Bayeux, 
Paris, 

1957, 
p. 

168, 
180 etρ

必
sim,

pl. 
29. 

（
忠
〕

A
b
b
o
n
i
s
abbatis 

Floriacensis 
Collectio can

邸
'IUm,

I
V
,
 

D
e
 /idelitate 

regis, 
M
i
g
n
e
,
 
P. L. ,

 
t. 

C
X
X
X
I
X
,
 col. 

4
7
8
:
 P
o
r
r
o
 
ordinatus 

rex 
a
b
 
o
m
n
i
b
u
s
 subditis 

£
i
d
e
m
 

sibi 
sacramento 

exigit, 
n
e
 
in 

aliquibus 
regni 

sui 

finibus 
discordia 

generari 
possit. 

H
i
n
e
 habes scriptum 

in 
concilio 

Toletano 
I
V
 :

 ・・
・

(
~

]
A

bbon,
loc. 

cit., 
col. 

478 479; 
C
o
n
c
i
l
i
u
m
 T
o
l
e
t
a
n
u
m
 

I
V
 (a0633), 

c. 
L
X
X
V
,
 
Mansi, 

Sacr. 
Co,

由r:il.
nova 

et 
a
mρ

l. 
coll. 

,
 t. 

X
,
 
col. 

637 
638 ;

 Post 
instituta 

q
u
a
e
d
a
m
 
ecclesiastici 

ordinis 
vel 

decreta, 
q
u
a
e
 
a
d
 

q
u
o
r
u
m
d
a
m
 
pertin

叩
t

disciplinam, 
p
o
s
t
r
e
m
o
 
nobis 

cunctis 
sacerdotibus sententia est p

r
o
 robore n

o
s
t
r
o
r
u
m
 

r
e
g
u
m
 
et 

stabilitate 
gentis 

pontificale 
u
l
t
i
m
u
m
 

sibi 
D
e
o
 
judice 

ferre 
decretum. 

M
u
l
t
a
r
u
m
 
quippe 

gentium, 
ut f

a
m
a
 est, 

tanta exstat perfidia a
n
i
m
o
r
u
m
,
 

ut 
/idem sacramento p

r
o
m
i
s
s
a
m
 regibus suis servare 

b
牛
士
ム
士
貯
漏
れ
同
士
Y
ー
え
8
1
抑
留
豆
Q
駐
留
己
8
~孟
母
（
様
〉

contemnant, 
et 

ore simulent jura
問
enti

が’
ofessio,

事e
m
,

d
u
m
 
retinent 

m
e
n
t
e
ρ
er/idiae 

impietatem. 
Jurant 

regibus suis, 
et /idem q

u
a
m
 pollicentur，

ρ
f
制
，aricant,

nee 
m
e
t
u
u
n
t
 
v
o
l
u
m
e
n
t
 
illud 

judicii 
Dei, 

per 
q
u
a
d
 

inducitur 
maledictio 

m
u
l
t
a
q
u
e
 
p
o
e
n
a
r
u
m
 
c
o
m
m
i
n
a
t
i
o
 

super 
eos 

qui 
jurant 

in 
n
o
m
i
n
e
 
D
o
m
i
n
i
 
mendaciter. 

Q
u
a
e
 igitur sp

凶
talibus

populis contra hastes 
laboranti 

bus erit? 
q
u
a
d
 foedus n

o
n
 v
i
o
l
a
n
d
u
m
?
 q
u
a
e
 in 

hostibus 

jurata 
sponsio permanebit, 

q
u
a
n
d
o
 
nee 

ipsis 
propriis 

regibus 
juratam 

/idem 
conservant? 

quis 
e
n
i
m
 adeo 

furiOSl
諸

国
t,

qui 
ca put 

s
u
u
m
 m

a
n
u
 propria 

desecet? 

!Iii, 
ut n

o
t
u
m
 est, 

i
m
m
e
m
o
r
e
s
 salutis 

suae, 
propria 

m
a
n
u
 se 

ipsos 
interimunt, 

in 
semetipsos 

suosque reges 

proprias convertendo 
vires. 

E
t
 c

u
m
 D
o
m
i
n
u
s
 dicat・・・ 

・・
illis

nee 
vitare 

m
e
t
u
s
 
est 

ρ
erjurium, 

nee regibus 

suis 
inferre 

exitium. 
H
o
畠tibus

quippe 
/ides

か
:u;ti

clatur, 
nee 

violatur, 
id 

est, 
si 

hello 
/ides 

valet, 

quanto m
a
g
i
s
 in suis 

servancla
田
t
?

 Sacrilegium 
qu

ψ
ρ
e
 

est, 
si 

violetur 
a
 gentibus r

e
g
u
m
 s

削
r
u
m
promissa 

/ides, 
quia 

non 
solum 

in 
eis 

fit 
pacti 

transgressio, 

sed et 
in 

D
e
u
m
 quidem, 

in 
cujus 

n
o
m
i
n
e
 pollicetur 

ipsa
ρ
romissio. 
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IV 

同りロ与叩円円

（

H
U
）
 

も
っ
と
も
し
ば
し
ば
援
用
さ
れ
る
の
は
、

同
人
が
一

O
O
七
年
に
パ
リ
司
教
、

の
上
掲
書
簡
の
現
実
的
裏
ず
け
と
し
て
、

〈
op円

凶
。

5
0
伯
岡
山

g
g
L
宛
に
書
い
た
書
簡
で
あ
る
。
こ
れ
は

m
g
B
L
が
シ
ャ
ル
ト
ル
司
教
か
ら
の

O
B広
色
。
〈

g
念
日
？
を

g
g旨
g
g
g

と
し
て
う
け
た
際
に
、
町
三
ゲ
目
立
が
彼
に
、
負
う
べ
き
義
務
を
書
き
お
く
つ
た
も
の
で
、

（但）

対
応
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
そ
の
う
ち
の
、
司

g－－V
叩同”の

n
g
aロ
g
E
B
か
ら
さ
ら
に
宮
口
市
b
a
g
g
を
う
け
て
い
る
、

HNE回
忌
の
ヨ
出
席
内
協
の

そ
の
内
容
は
正
し
く
一

O
二
O
年
の
書
簡
の
原
則
と

8
5
5
8仏国己。

彼
自
身
が
う
け
る
と
い
う
点
は
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
ら
し
い
。

一
O
O八
年
の
書
簡
が
彼
ら
を
叱
責
し
て
、

を

「
次
の

復
活
祭
ま
で
に
我
が
も
と
に
来
っ
て
、
汝
ら
の

「
そ
れ
を
な
さ
ざ
る
場
合
に
は
、
汝
ら
を
破
門
す
ベ

g
m
3
2
5
を
二
人
又
は
数
人
に
与
え
る
で
あ
ろ
う
」
と
云
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
重
一

に
お
い
て
は
依
然
と
し
て

8
5
B
g仏
三
芯
で
あ
る
こ
と
、

回
目
当
一
昨
日

c
g
を
な
す
こ
と
」
を
命
じ
、

く
」
又
「
そ
の
後
に
そ
れ
ら
汝
ら
が
保
有
す
る

簡
は
、

n
a
g
s
z
g
を
受
け
る
法
行
為
が
、

m，
c
－v自立一

叉
ロ
O
B
B
g向山田氏。

を
は
じ
め
そ
の
他
の

E
g
g
s
z
s
に
関
す
る
義
務
違
反
（

n
g
g
B
o－－白）
に
対
す
る
罰
が
、
破
門
と

B
E
E
S
Z
B
の
没
収
と
で
あ
る
こ

と
を
教
え
て
く
れ
る
。

こ
の
例
は
さ
ら
に
も
う
一
つ
の
例
と
対
照
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

一
O
一
三
年
の
第
二
回
リ
モ
l
ジ
ュ
公
会
議
第
二
部
は
、
。
白
田
口
。
m
ロ
刊
の

B
出向田

の
例
を
報
告
し
て
い
る
。
こ
の
ヨ
ロ
g

。anomロ叩
侯
か
ら
死
を
も
っ
て
お
ど
か
さ
れ
て
、
そ
の
命
令
通
り
に
彼
の
直
接
の

t主、

間四ロ］戸。同

の
首
を
は
ね
た
。

そ
れ
を
発
見
し
た
司
教
は
云
っ
た
。

ノ
タ
メ
ニ
、
彼
ニ
何
ラ
カ
ノ
手
ヲ
下
ス
前
ニ
、
死
ヲ

「
汝
ハ
汝
ノ

mg－2

ウ
ケ
ル
ベ
キ
デ
ア
ッ
タ
。
カ
ク
テ
カ
カ
ル
信
ノ
タ
メ
ニ
、
汝
ハ
神
ノ
殉
教
者
ト
ナ
ッ
タ
デ
ア
ロ
ウ
。
シ
カ
シ
汝
ハ
、

最
モ
重
大
ナ
、
米
関
ノ
罪

ヲ
犯
シ
タ
。
我
ラ
ハ
汝
ニ
句
。

g同
窓
口
巴
間
四
ヲ
ナ
ス
コ
ト
ヲ
勧
メ
ル
〔
ベ
キ
ヤ
否
ヤ
U

ヲ
知
ラ
ヌ
。
」
従
っ
て
問
題
は
ロ

l
マ
教
皇
の
も
と
に

も
た
ら
さ
れ
た
。
町
三
宮
巳
の
書
簡
に
お
い
て
は
消
極
的
な
表
現
を
し
か
・
3
れ
て
い
な
い
同
丘
町
－

E
聞
に
対
す
る
罰
は
、
現
実
に
は

S
E
E
S－



Z
B
に
関
す
る
義
務
不
履
行
に
対
す
る
罰
に
比
し
て
、
少
な
く
と
も
教
会
人
の
目
に
は
は
る
か
に
重
く
、
艮
ほ
と
ん
ど
純
粋
に
教
会
法
の
対
象

で
あ
っ
た
の
で
あ
る

Q

g
g
g
m
a
c
g
に
対
す
る

8
5
5
8合
同
日
。
不
履
行
が
、

の
叱
賓
の
よ
う
に
、
必
ず
破
門
を
招
く
か
否
か
に
は

｛
M
咽
〉

疑
問
が
あ
る
。
こ
の
書
簡
の
こ
の
部
分
は
、

P
L
Zユ
と
し
て
は
極
度
に
感
情
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
れ
は
、

一O
O八
年
の

同りロロ
um同日一

武
力
行
使
に
代
わ

る
威
磁
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
現
実
に

g
g
s
g
z
g

を
失
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
償
な
わ
れ

に
関
す
る
義
務
違
反
は
、

口
同
曲
目

B
E
E
g

（

qv 

一
O
二
三
年
頃
の
開
口
円
同
町
田
口
書
簡
で
あ
る
。
こ
の
、
問
題
の
多
い
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
は

る
。
そ
の
こ
と
を
最
も
よ
〈
示
し
て
い
る
の
が
、

m，
戸

M
5
0
2
の
手
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
書
簡
の
中
で
、
開

E
g
口
は
問
。
σ巾
巳
王
が
彼
を
「
宮
口
弘

W
E
B
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
判
断
し

た
」
こ
と
を
伝
え
聞
い
て
、
ま
ず
そ
の
ゲ

g丸山口
2
5
が
王
の
「
思
能
に
よ
る
と
と
も
に
、
相
続
権
に
よ
っ
て
祖
先
か
ら
」

も
た
ら
さ
れ
た
も

白

5
円即日
F
E
E
－
を
果
し
た
こ
と
を
を
の
ベ
、

「
宮
廷
で
も
、
写
役
で
も
、
外
征
で
も
仕
え
た
」
こ
と
、
即
ち
正
し
く

g
g出
即
日
自
立

「7
0
ロO
円
を
失
な
っ
て
生
き
る
よ
り
は
、

roロO
同
を
保
っ
て
死
ぬ
こ
と
を
選
ぶ
」
と
強
調
し
た
。

の
で
あ
る
こ
と
、
次
に
そ
れ
に
対
す
る
奉
仕
と
し
て
、

艮H

ち
事
の
結
果
と
し
て
彼
が
お
そ
れ
た
こ
と
は
、
ぎ
ロ

O同（
H
V
O
Z
E
n
E
S
U
B
E
B
o
p
E
S）
全
失
な
う
こ
と
の
み
で
あ
っ
て
、

そ
れ
以
上
の
教

会
的
罰
則
は
念
頭
に
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

結
論
的
に
当
時
の
社
会
は
、

F
E吉
田
と

g
g自
由
ロ
仏
国
民

O
に
よ
る

E
g
g
s
z
s

且
そ
れ
ぞ
れ
の
義
務
も
区
別
し

と
を
分
け
て
考
え
、

て
考
え
て
い
た
と
云
え
そ
う
で
あ
る
。
換
一
一
一
目
す
れ
ば
、

F
E日
目
、
が
仏
0
5日
ロ
回
目
と
結
び
つ
く
法
的
紐
帯
に
つ
い
て
、

『
h
H
H
H
h
v

』

v
h司、
h
s
s
h輔
時

ル」唱、
h
H
H
N

。ミ悼むたな、
H
h
H時

と
は
わ
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
一
応
一
つ
の
体
系
の
中
に
、
そ
れ
も
ス
コ
ラ
学
的
な
、
且
カ
ノ
ニ
ッ
ク
な

ZHu
－－gz
o
に
よ
っ
て
組
み
込
も
う
と
し
た
の
が
、
司
Z
F
0
1
の
努
力
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
の
う
ち
で
も
、

E
P
E
B
は、

ほ
と
ん
ど
排
他
的
に
教
会
法
の
領
域
に
属
し
て
い
た
。
そ
の
上
に
、
〉
ゲ
ゲ
。
ロ
含

2
2
q
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
子
宮
日
目
丘
町

理
念
が
潜
在
す

る
際
に
、
教
会
人

P
L
Zユ
は
、
特
に
罰
則
面
で
一
種
の
歯
切
れ
の
悪
さ
を
露
呈
し
た
の
で
あ
る
。
何
れ
に
せ
よ
、

一
O
二
O
年
の
こ
の
書
簡

シ
み
ル
ト
ル
司
教
フ
ュ
ル
ベ
l
ル
の
一
書
簡
の
解
釈
の
試
み
（
森
）

一一
一一
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Mitteis, 
a. 
a. 

0. ,
 S. 

266, 
A
n
m
.
 
2
6
6
 ;

 Ganshof, 

Q
u’est

”ce 
que la 

/iodaliL ?
 
p. 

114-116 ;
 Behrends, 

art. 
cit. 

,
 p. 98. 

＃
制
E揮さ：

Y
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よ
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頃
首
選
E長

個
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為

1同
事
訴
初

与二
＼－＇ユ

.ci
lO/ 

t-'' 
W
.
 Kienast, 

Untertaneneid 
u
n
d
 

Treuvorbehalt 
in 

Frankreich 
u
n
d
 
England, 

Studien 

zur vergleichenden 
Verfi

臨
ungsgeschichte

des Mittelal-

ters, 
W
e
i
m
a
r
,
 
1952, 

S. 
28-29.

は
よ

J,0~:t;:<.C\
：
；
二
七
。

(ij
〕
Fulberti

Eρ
istola, 

V
I
,
 
M
i
g
n
e
,
 
P. L. ,

 t. 
C
X
L
I
,
 
col. 

204: 
H
o
c
 a

 vobis 
exigo :

 securitatem 
d
e
 
m
e
a
 vita 

et 

m
e
m
b
r
i
s
,
 

et 
terra 

q
u
a
m
 
h
a
b
e
o
 
vel 

per 
vestrum 

consilium acquiram. 
D
e
 auxilio 

vestro 
contra o

m
n
e
s
 

homines, 
salva fidelitate Roberti, 

d
e
 receptu Vinclonici 

αstri 
a
d
 m

e
u
m
 u
s
u
m
 et 

m
e
o
r
u
m
 fidelium, 

qui 
vobis 

assecurabunt illud 
;

 co
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
e
m
 v
e
s
t
r
o
r
u
m
 mili-

tum, 
qui 

d
e
 
nostro 

casamento 
beneficium 

tenent, 

salva 
fidelitate 

vestra ;
 justitiam 

d
e
 querimonia sane-

tionis 
et 

Huberti, 
et 

d
e
 
querimoniis 

c
a
n
o
n
i
c
o
r
u
m
 

Ecclesiae 
n
o
山

ae,
ct 

de legibus 
atriorum 

nostrorum. 
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訴
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必
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R
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G
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G
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o
m
m
e
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d
a
t
i
o
 (

R
巴n
a
u
d
u
~
炉
心

髄
祭
主
正
極
初
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時
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緩
雰
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誕
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u
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G
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Q
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u
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) Fulberti Eρ

istola, 
X
 (a• 1008), 

M
i
g
n
e
,
 
P. 

L. ,
 t. 

C
X
L
I
,
 
col. 

106 
:
 FU

L
B
E
R
T
U
S
 Dei gratia episcopi

曲

omnibus 
illis 

qui 
tenent 

ca
晶a
m
e
n
t
u
m

sanctae 

Mariae 
Carnote

揖
sis

Ecclesiae
ρ
er 

d
o
n
u
m
 
Reginaldi 

eρ
iscoρi. 

V
 oco 

vos 
et 

a
d
m
o
n
e
o
 
e
x
 
parte 

D
e
i
 
et 

sanctae 
M
a
r
i
a
e
 
et 

nostra, 
ut infra 

p
r
o
x
i
m
u
m
 Pascha 

veniatis ad nos, 
aut 

n
o
s
t
r
u
m
 servitium 

facere, 
aut 

d
e
 

vestris 
casamentis 

legitimam rationem 
reddere. 

Q
u
o
d
 

si 
n
o
n
 feceritis, 

e
x
c
o
m
m
u
n
i
c
a
b
o
 vos propter 

c
o
n
t
u
m
e
-

liam，…
Postea vero 

ipsa 
casamenta q

u
a
e
 tenetis 

aut 

uni 
aut 

pluribus dabo, 
・・・ 

〈苓〕
Behrends,

art. 
cit. 

,
 p. 98, 

n. 24.
《配

rvitium
facere》

Al
当
《
c
o
m
m
e
n
d
a
r
e
》
A
l
~
将
γ
時
時
。
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Mansi, 

Sacr. 
Concil. 
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l. 
coll. 
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 t. 
19, 
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548
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C
u
i
 
ille 

c
o
m
p
a
鉛
us

dixit ;
 D
e
b
u
e
r
a
s
 
p
r
o
 
seniore 

tuo 

m
o
r
t
e
m
 suscipere, 

a
n
t
e
q
u
a
m
 
illi 

m
a
n
u
s
 
aliquo m

o
d
o
 

inferres, 
et 

m
a
r
t
y
r
 
D
e
i
 
p
r
o
 
tali 

fide 
fieres 

;
 sed 

g
r
a
v
i
s
s
i
m
u
m
 r
e
a
t
u
m
 egisti, 

et nobis 
inauditum. 

Nescio 

tibi 
consilium ferre poenitentiae, 

sed v
a
d
e
 quantocitius 

a
d
 p
a
p
a
m
 R
o
m
a
n
u
m
.
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e
x
c
o
m
m
u
n
i
c
a
b
o
vos.

…． 
et 

inte
ト

d
i
c
a
m
 
ut 

n
o
n
 
audiatis 

d
i
v
i
n
u
m
 
officium, 

nee 
vivi 

recipiatis 
c
o
m
m
u
n
i
o
n
e
m
,
 
n
e
q
u
e
 
mortui 

sepulturam. 

Q
u
i
n
 etiam castellum 

V
i
n
d
o
c
i
n
i
u
m
 et 

territorium 
ejus 

anathematizabo, 
ut 

in 
eis 

d
i
v
i
n
u
m
 officium 

n
o
n
 cele-

bretur, 
n
e
q
u
e
 m
o
r
t
u
u
s
 sepeliatur.
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D
o
m
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n
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R
o
b
e
r
t
o
 c
o
m
e
s
 Odo. 

P
a
u
c
a
 tibi, 

<lomine, 
dicere 

volo, 
si 

audire 
<ligneris. 

C
o
m
田

Richardus, 
tuus fidelis, 

m
o
n
u
i
t
 m

e
 venire a

d
 justitiam 

aut 
a
d
 
c
o
n
c
o
r
d
i
a
m
 
de 

querelis 
quas 

habeas 
contra 

b
ゃ
え
占
士
官
様
＂
＇

r1
え
＇
＜
－
去

G
1申！ID題：rnl!l生

長
G~援

母
（
様
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m
e
.
 

E
g
o
 
vero 

misi 
c
a
u
s
a
m
 
h
a
n
c
 
t
o
t
a
m
 
in 

m
a
n
u
 

ipsius. 
T
u
m
 ille, 

e
x
 
consensu tuo, 

constituit 
m
i
h
i
 

placitum ubi h
o
c
 perfici posset. 

Sed, 
instante termino, 

c
u
m
 
a
d
 h

o
c
 
p
e
r
a
g
e
n
d
u
m
 
paratus

田
sem,

m
a
n
d
a
v
i
t
 

mihi n
e
 m

e
 fatigarem 

a
d
 condictum placitum veniendo 

quia 
n
o
n
 
erat 

tibi 
cordi 

aliam 
justificationem 

seu 

concor<liam 
recipere, 

nisi 
h
o
c
 t
a
n
t
u
m
 ut 

faceres 
mihi 

defendere quod 
non 

essem 
d
』伊

us
t
u
u
m
 benefici

附
却

tenere 
de te 

nee sibi 
competere dicebat 

ut 
rr:e 

ad tale 

judicium 
exhiberet 

sine 
conventu 

p
a
r
i
u
m
 
suorum. 

H
a
e
c
 causa 

est 
cur 

tibi 
ad placitum n

o
n
 occurri. 

S
e
d
 

de te, 
<lomine 

mi, 
valde miror, 

qui 
m
e
 t
a
m
 prepro-

pere
，

側
sa

indiscu
路

島
tuo 

beneficio judicabas 
indig-

n
u
m
.
 
N
a
m
,
 
si 

r
田
piciatur

a
d
 condicionem generis, 

claret 
D
e
i
 gratia quod hereditabilis 

sim ;
 si 
ad 

quali-

tatem 
beneficii 

q
u
o
d
 
mihi 

dedisti, 
constat 

quia 
n
o
n
 

田
t

de 
tuo 

fisco, 
sed 

de 
his 

que 
mihi・

ρ
er

t
u
a
m
 

gratiam 
ex

閉
ajoribus

meis 
hereditario 

jure 
con 

tingunt 
;

 si 
a
d
 servitii 

meritum, 
ipse profecto 

nosti, 

donec t
u
a
m
 gratiam 

habui, 
q
u
o
m
o
d
o
 
tibi 

servierim 

d
o
m
i
 
et 

milite 
et 

ρ
aregre. 

A
t
 
p
o
s
t
q
u
a
m
 
gratiam 

t
u
a
m
 avertisti 

a
 m
e
 et 

h
o
n
o
r
e
m
 
quern dederas mihi 

tollere 
nisus 

es, 
si 

m
e
 et 

h
o
n
o
r
e
m
 m

巴u
m
defendendo 

aliqua 
tibi 

ingrata 
commisi, 

feci 
h
o
c
 lac

田
situs

injuriis 

et 
n
句
essitate

coactus. 
Q
u
o
m
o
d
o
 e
n
i
m
 dimittere pos

晶u
m

111 
i吋
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ut 
n
o
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e
f
e
n
d
a
m
 h
o
n
o
r
e
m
 m
e
u
m
 ?

 De
u
m
 et 

a
n
i
m
a
m
 

m
e
a
m
 testor 

quod 
magis 

eligerem 
honoratus 

mori 

q
u
a
m
 
dishonoratus 

vivere. 
At, 

si 
m
e
 dishonorare 

velle 
desistas, 

nichil 
in 

m
u
n
d
o
 est 

q
u
o
d
 magis q

u
a
m
 

gratiam
知
a
m

vel 
habere 

vel 
promereri 

desiderem. 

Discordia e
n
i
m

旬
a
mihi q

u
i
d
e
m
 molestissima est

，
鉛
d

tibi, 
m
i
 domine, 

tollet 
officii

加
i
radicem et 

fructum, 

justitiam 
loquor 

et 
pacem. 

Uncle 
suppliciter 

exoro 

clementiam 
illam, 

que tibi 
naturaliter adest si 

maligno 

consilio 
n
o
n
 tollatur, 

ut 
j
a
m
 t

a
m
d
e
m
 a

 persecutione 

m
e
a
 desistas 

m
e
q
u
e
 
tibi 

sive 
per 

domesticos tuos seu 

per 
m
a
n
u
s
 principum reconciliari 

permittas.
〔
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LETTRE DE FULBERT 

ÉVÊQUE DE CHARTRES 

-Essai d'interprétation visant à éclaircir 

- 31 -

la ~féodalité}> au début du XJe siècle-
par Hiroshi MORI 

M. J. -F. Lemarignier a, tout récemment, constaté en se fondant 

sur la variation de la formule employée dans les diplômes royaux, 

que le caractère du gouvernement royal avait changé vers les années 

1025/1028. Cette remarque est très importante à l'égard de la 

formation de la {'.féodalité)>, parce que M. F. -L. Ganshof a déjà 

constaté que l'apparition du nom {:hommage)> ne remonte qu'à 1030. 

Pour déterminer les notions juridiques concernant la relation dite 

{'.féodo-vassalique)> à cette époque, il nous faudrait tenter une 

nouvelle lecture de la lettre très célèbre de Fulbert de Chartres adressée 

en 1020 à Guillaume le Grand, duc d'Aquitaine. 

Les érudits ont bien remarqué qu'il s'agit dans cette lettre de 

deux catégories de devoirs : {'.fidelitas)>, devoirs négatifs et{: consi

lium et auxilium)> pour être digne du {'.casamentum)>, devoirs 

positifs. On a déjà trouvé que la plupart des six épithètes qui expri

ment les devoirs de la{'.fidelitas)>avaient été empruntées aux{'.Etymo

logies)> d'Isidore de Séville. Il nous semble que la mention de {'.con

silium et auxilium)> avait aussi été écrite en consultant, entre autres, 

la {'.Collectio canonum)> d'Abbon de Fleury. Fulbert a donc écrit 

cette lettre comme une explicatio canonique pour incorporer deux 

actes juridiques en un même système. 

Les fidèles qui manquaient à ces devoirs, étaient coupables, selon 

lui, {:de perfide et de parjure)>. {:Parjure)>, notion purement 

canonique, s'appliquait évidemment à l'infraction à la {'.fidelitas)>. 

Quant au fidèle {:qui est indigne du bénéfice)>, est-il, lui aussi, 

puni canoniquement ? D'après la lettre d'Eudes ll de Blois au roi 
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Robert (vers 1023 ), écrite tout vraisemblablement par Fulbert lui

même, on constate que le manquement à ces devoirs, non seulement 

au <{consilium et auxilium)>, mais aussi au devoir de <{commenda

tio), n'était sanctionné que par la perte d'honor (bénéfice). 

Nous pourrions donc conclure qu'au début XI• siècle, il y avait 

parallèlement deux actes juridiques qui unissaient le <{dominus)> et le 

<{fidelis),. L'un, c'était la <{fidelitas}>, canonique et ratione perso

nae. L'autre, c'était la <{commendatio),, ratione materiae causant 

le <{casamentum)> d'une part et le <{consilium et auxilium}> d'autre 

part. Nous pourrions aussi suspecter concernant la question de 

<{Fidèles ou Vassaux?),, deux idées qui appuieraient la théorie du 

vasselage: c'est à savoir d'une part, que l'hommage ne jouait qu'un' rôle 

accessoire et, d'autre part, que l'hommage personnel l'emportait au XI• 

siècle. Parce que ce fut l'hommage qui remplaça, vers 1030, la 

<{commendatio),, acte réel. 




